
　

第
四
十
二
条
中
「
第
二
十
条
の
二
十
三
第
八
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二
十
三
第
七
項
」
に
、
「
第
九

項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
の
四
を
削
る
。

　

第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
四

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
三
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五

の
四
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
三
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三

十
五
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
の
四
と
す
る
。

　

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
三

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二
十

条
の
三
十
五
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

　

（
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
減
額
等
の
手
続
）

第
四
十
六
条
の
二　

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
の
減
額
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２　

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
の

申
告
書
は
、
第
八
十
号
の
二
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
告
書
に
よ
る
申
告
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

４　

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
規
定
に

よ
り
不
動
産
取
得
税
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
所

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
六
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
再
開
発
会
社
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
等
の
手
続
）

第
四
十
六
条
の
五　

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
の
納
税
義

務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
十
一
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
所
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
の

申
告
書
は
、
第
八
十
号
の
二
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目

次

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
四
十
九
号
）

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
八
百
六
十
六
号

−

第
八
百
六
十
八
号
）

○
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

�

（
農
村
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
五
三

○
福
岡
県
造
林
事
業
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

�

（
林
業
振
興
課
）
…
…
…
…
五
三

○
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

�

（
林
業
振
興
課
）
…
…
…
…
五
八

　
　
　
　

再
　
　
掲

○
福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
児
童
家
庭
課
）
…
…
…
…
六
四

○
福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
七
一

　
　
　

規
　
　
　
則

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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３　

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
告
書
に
よ
る
申
告
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

４　

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
四
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
十
一
号
の
三
様
式
に
よ

る
申
請
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
六
条
の
六
の
見
出
し
中
「
農
地
保
有
合
理
化
法
人
」
を
「
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
六
第
一
項

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
五
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三

十
五
の
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
の
七
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
七

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五

の
七
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
三
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
四
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
七
第
二

項
」
に
、
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
三
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
四
第
四
項
」
に
改
め
る

。
　

第
四
十
八
条
の
二
第
九
項
中
「
第
七
十
条
の
四
第
十
七
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
十
八
項
」
に
改

め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
七
十
条
の
四
第
十
八
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同

条
第
十
二
項
中
「
第
七
十
条
の
四
第
二
十
一
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条

第
十
四
項
中
「
第
七
十
条
の
四
第
二
十
六
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
二
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第

十
六
項
中
「
第
七
十
条
の
四
第
二
十
九
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
項
」
に
、
「
同
条
第
三
十
項

」
を
「
同
条
第
三
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
目
次
中

「
三

納
税
通
知
書
（
そ
の
一
の
一
、
そ
の
一
の
二
、
そ
の

一
の
三
、
そ
の
一
の
四
、
そ
の
一
の
五
、
そ
の
二
の

一
、
そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
の
一
、
そ
の
三
の
二
、

そ
の
三
の
三
、
そ
の
三
の
四
、
そ
の
三
の
五
、
そ
の

三
の
六
、
そ
の
三
の
七
、
そ
の
四
の
一
、
そ
の
四
の

二
、
そ
の
五
、
そ
の
六
、
そ
の
七
、
そ
の
八
）

六
条

　

を

　

」

「
三

納
税
通
知
書
（
そ
の
一
の
一
、
そ
の
一
の
二
、
そ
の

一
の
三
、
そ
の
一
の
四
、
そ
の
一
の
五
、
そ
の
二
の

一
、
そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
の
一
、
そ
の
三
の
二
、

そ
の
三
の
三
、
そ
の
三
の
四
、
そ
の
三
の
五
、
そ
の

三
の
六
、
そ
の
三
の
七
、
そ
の
四
の
一
、
そ
の
四
の

二
、
そ
の
五
、
そ
の
六
、
そ
の
七
、
そ
の
八
、
そ
の

九
）

六
条

　

に
、

　

」

「
二
十
三

県
税
減
免
決
定
通
知
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
（
削
除

）
、
そ
の
三
、
そ
の
四
、
そ
の
五
）

八
条

十
五
条

十
五
条

　

を

　

」

「
二
十
三

県
税
減
免
決
定
通
知
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
、
そ
の

三
、
そ
の
四
、
そ
の
五
）

八
条

十
五
条

十
五
条

　

に
、

　

」

「
二
十
七

更
正
・
決
定
通
知
書
及
び
納
額
告
知
書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ
の
四
、
そ
の
五
、
そ
の
六
、

そ
の
七
）

十
八
条

　

を

　

」

「
二
十
七

更
正
・
決
定
通
知
書
及
び
納
額
告
知
書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ
の
四
、
そ
の
五
、
そ
の
六
、

そ
の
七
、
そ
の
八
、
そ
の
九
）

十
八
条

　

に
、

　

」

「
八
十
の

二

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
取
得
に
対
す
る
不
動

産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
申
請
書

二
十
条
の

三
十
三

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四

四
十
五
条

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

四
十
六
条

の
四
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八
十
の

二
の
二

八
十
の

二
の
三

不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
（
取
消
）
通
知
書

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
通
知
書

二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六付
則
八
条

の
四

二
十
条
の

三
十
四

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六付
則
八
条

の
四

二
十
条
の

三
十
四

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

四
十
六
条

の
十

四
十
六
条

の
十
二

四
十
五
条

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

四
十
六
条

の
四

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

四
十
六
条

の
十

四
十
六
条

の
十
二

四
十
五
条

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

　

を

八
十
一

八
十
一

の
二

八
十
一

の
三

八
十
一

の
四

八
十
一

の
五

八
十
一

の
六

　
　
　
　
　
　
　

減
額
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　

（
被
収
用
不
動
産
等

　
　
　
　
　
　
　

還
付
申
請
書

関
係
）

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
譲
渡
担

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書　

保
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
再
開
発

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

会
社
関
係
）

（
削
除
）

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
地
保

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

有
合
理
化
促
進
事
業
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
土
地
改

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

良
区
の
換
地
取
得
関
係
）

不
動
産
取
得
税
の
納
税
義
務
免
除
申
告
書

二
十
条
の

三
十
五
の

四二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六付
則
八
条

の
四

付
則
九
条

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六

四
十
六
条

の
四

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

四
十
六
条

の
十

四
十
六
条

の
十
二

四
十
八
条

の
二

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

四
十
六
条

の
四

四
十
六
条

の
五

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

　

」
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八
十
の

二
の
三

八
十
の

三八
十
一

八
十
一

の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
通
知
書

　
　
　
　
　
　
　

減
額
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　

（
耐
震
基
準
不
適
合

　
　
　
　
　
　
　

還
付
申
請
書

既
存
住
宅
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　

減
額
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　

（
被
収
用
不
動
産
等

　
　
　
　
　
　
　

還
付
申
請
書

関
係
）

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
譲
渡
担

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

保
関
係
）

二
十
条
の

三
十
五
の

七付
則
八
条

の
四

二
十
条
の

三
十
四

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六二
十
条
の

三
十
五
の

七付
則
八
条

の
四

付
則
九
条

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四

四
十
六
条
の

七四
十
六
条
の

十四
十
五
条

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

四
十
六
条

の
四

四
十
六
条

の
五

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

四
十
六
条

の
十

四
十
八
条

の
二

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

四
十
六
条

の
四

「

八
十
の

二八
十
の

二
の
二

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
取
得
に
対
す
る
不
動

産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
申
請
書

不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
（
取
消
）
通
知
書

二
十
条
の

三
十
三

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六二
十
条
の

三
十
五
の

七付
則
八
条

の
四

二
十
条
の

三
十
四

二
十
条
の

三
十
五
の

二二
十
条
の

三
十
五
の

三二
十
条
の

三
十
五
の

四二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六

四
十
五
条

四
十
六
条

の
二

四
十
六
条

の
三

四
十
六
条

の
四

四
十
六
条

の
五

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

四
十
六
条

の
十

四
十
五
条

四
十
六
条
の

二四
十
六
条
の

三四
十
六
条
の

四四
十
六
条
の

五四
十
六
条
の

六
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八
十
一

の
三

八
十
一

の
四

八
十
一

の
五

八
十
一

の
六

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
再
開
発

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

会
社
関
係
）

（
削
除
）　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
地
利

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

用
集
積
円
滑
化
団
体
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　

納
税
義
務
免
除
申
告
書

不
動
産
取
得
税
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
土
地
改

　
　
　
　
　
　
　

還　

付　

申　

請　

書

良
区
の
換
地
取
得
関
係
）

二
十
条
の

三
十
五
の

五二
十
条
の

三
十
五
の

六二
十
条
の

三
十
五
の

七

四
十
六
条

の
五

四
十
六
条

の
六

四
十
六
条

の
七

　

に
改

　

」

め
る
。

　

第
三
号
様
式
そ
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第3号様式その8(第6条関係) 

県 た ば こ 税 納 税 通 知 書 

住所又は所在地 

氏名又は名称                        様 

 

年 度   

課 税 標 準 

数 量 

旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこの数量 ① 本

旧3級品の紙巻たばこの数量 ② 本

税 額 

旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこの税額 ③
 円

｛①×(     ／1,000)｝ 

旧3級品の紙巻たばこの税額 ④
円

｛②×(     ／1,000)｝ 

合 計(③＋④) 円

備 考   

 上記のとおり納付してください。 

      年  月  日 

 

福岡県   県税事務所長 印  

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局(沖縄県
を除く)、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第   条、福岡県税条例第  条 

不服申立て  1 この税の賦課について不服があるときは、この通知書を受け取った日
の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法第４条の規定により、
福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提出しなけれ
ばなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することと
してください。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後
でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、そ
の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡県
を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴
えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれか
に該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取
消しの訴えを提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避け

るため緊急の必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

延 滞 金  

そ の 他  ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。

備考 「延滞金」の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。 
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第
三
号
様
式
そ
の
八
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第３号様式その９（第６条関係）

住所又は所在地

氏名又は名称 様

　　　      年度 行為年月  　　　　年　　月

課税標準量（額）

Ｌ

納　　期　　限

備　　　　　考

　　　　　　　　　　　　印

法的根拠

不服申立て

そ　の　他

備考　「延滞金」の欄には、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。

　　ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。

地方税法第　　　　条、福岡県税条例第　　　条

１　この税の賦課について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以
　内に、行政不服審査法第４条の規定により、福岡県知事に対して審査請求をすることができます。
    なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所
　轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが
　できません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６
　か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提
　起することができます。ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に
　対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　（１）　審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　（２）　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
　　　き。
　（３）　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

延　　滞　　金

　　　　年　　月　　日

　　上記のとおり納付してください。

　　　　      年　　月　　日

福岡県　　　　　　県税事務所長

納付場所
福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局、
福岡県各県税事務所

納　税　通　知　書

軽　油　引　取　税

税　　　　　率 税　　　　額

　　　　　　　　　　　円
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第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
1
7
号

様
式

(
第

1
3
条

関
係

)
 

(第
1紙

) 
(第

2紙
) 

(第
3紙

)
 

     

この納付(入)書は、三枚一組となっていますから力を入れて書き、切り離さずに提出してください。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 

   

摘要欄には、「事業年度、所得不動産の区分」等を記入してください。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 

 
 

県
税
 

県
税

県
税

領
収

証
書

 
納

 
 

 
 (入

) 
 

付
書

 
領

収
済

通
知

書
 

 
加

入
者

 福
岡

県
 

県
税

事
務

所
出

納
員

 
加

入
者

 福
岡

県
 

県
税

事
務

所
出

納
員

 
加

入
者

福
岡

県
 

県
税

事
務

 

所
出

納
員

 

年
度

 
分

年
度

 
分

年
度

 
分

 

税
目

 
税

税
目

 
税

税
 

税
目

 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 

(
住
所
・
氏
名
)
 

第
 

 
 

 
 

号
(住

所
・
氏
名
)
 

第
 

 
 

 
号

 
(住

所
・
氏
名
)
 

第
 

 
 

 
号

 

(
登
録
番
号
 

福
岡

 

北
九

州
 

筑
豊

 

久
留

米
 

様

 
 

 
 

 
 

 
) 

 

(
登
録
番
号
 福

 
岡
 

北
九

州
 

筑
 
豊
 

久
留

米
 

様
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 

(
登
録
番
号

福
 
岡
 

北
九

州
 

筑
 
豊
 

久
留

米
 

様
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 

税
額

 
百

十
万

千
百

十
円

税
額

 
百

十
万

千
百

十
円

税
額

百
十

万
千

百
十

円

延
滞

金
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
延

滞
金

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
延

滞
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
算

金
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
加

算
金

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
加

算
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
算

金
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
加

算
金

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
加

算
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

滞
納

処
分

費
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
滞

納
処

分
費

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
滞

納
処

分
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

額
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
額

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

摘要

 

 
 

上
記

の
と

お
り

領

収
し

ま
し

た
。

 

摘要

 

 
 

上
記

の
と

お
り

納

付
(
入

)し
ま

す
。

 

摘要

 

 
上

記
の

と
お

り
領

収
し

ま
し

た
か

ら

通
知

し
ま

す
。

 

 

納
付

(
入

)
場

所
に

つ
い

て
は

第
２

紙
の

裏
面

を
御

覧
く

だ

さ
い

。
 

  

 

取
 
引

 店
 

福
 
岡

 銀
 
行
 

 

支
店

 

 

領
収

日
付

印
 

領
収

日
付

印
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 
 

取
り

ま
と

め
店

 

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

 

福
岡

貯
金

事
務

セ
ン

タ
ー

 

(郵
便
番
号
８
１
２
－
８
７
９
４

)
 

 
 

(
裏

面
を

よ
く

お
読

み
く

だ
さ

い
。
)
 
 

(納
税

者
交

付
用

)
(
金

融
機

関
保

管
用

)
(
県

税
事

務
所

送
付

用
)

 
 
 
備
考
 
裏
面
に
、
当
該
年
に
お
け
る
延
滞
金
の
計
算
方
法
等
及
び
納
付
（
入
）
場
所
を
記
載
す
る
こ
と
。
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第
二
十
三
号
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第23号様式その1(第15条関係) 

第     号 

年  月  日 

県 税 減 免 決 定 通 知 書 

申請 

 

年  月  日 

申 請 者 

(納税義務者) 

所 在 地   

氏 名
様

(電話   ―   ―   ) 

 

 

福岡県  県税事務所長  印  

 

 

 さきに申請のあった      税が下記のとおり減免されましたので、お知らせします。 

納税通知書番号 年 度 減免前の税額

※ 

減免される額

※ 

減免後の税額

※ 

減免後の税額の期別内訳

    

円 円 円 期 円

期 円

摘要 

不服申立てについて 

 

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に、行

政不服審査法第４条の規定により、福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく

所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが

できません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

  ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第 23 号様式その２（第 15 条関係） 
 

第     号  
年  月  日  

 
          様 
 

 

福岡県   県税事務所長 

 
 

商品中古自動車に係る自動車税減免申請について 
 
 

年   月   日付けの商品中古自動車に係る自動車税の減免申

請については、下記の理由により減免の取扱いを行わないことになりましたので、

お知らせします。 
 

記 
 
 
 

 
不服申立てについて 

１ この税の賦課に不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に、

行政不服審査法第４条の規定により、福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく

所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが

できません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、

この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

(1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

第３６３５号 増刊②平成 26 年 10 月 10 日　金曜日13 福 岡 県 公 報



　

第
二
十
五
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第25号様式その2(第17条関係) 

    受付印 
  

登録番号   

           更 正 請 求 書 

                 特別徴収義務者 

     年  月  日 

  福岡県   県税事務所長殿 

住   所 

又は所在地                 

氏   名 

又 は 名 称               印 

 地方税法第20条の9の3第1項、第2項の規定により、下記のとおり請求します。 

更
正
請
求
の
期
間 

年 月分から 

年 月分まで 

申告書の提出年月日 更正または
決定の通知
を受けた日

  ・ ・   ・ ・ 

・ ・ 
  ・ ・   ・ ・ 

  ・ ・   ・ ・ 

区
分 

 

月
別

更 正 前 の 額 更 正 後 の 額 差 引 額 

課税標準 税 額 課税標準 税 額 課税標準 税 額

              

              

              

              

              

              

合 計             

請
求
の
理
由
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第
二
十
七
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第27号様式その３（第18条関係）

住所（所在地）
地方税法第　　　条第　　　項の規定により
下記のとおり更正（決定）したので通知します。

　　　　年　　月　　日
氏名（名称）

福岡県　　　県税事務所長 　　印

基本税額 率％ 金額
過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

備考　【延滞金について】の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。

差引額

既確定額

差引額
①

通  知  書
納額告知書

  事業者コード
  指定納期限

摘要
加　算　金

県たばこ税の更正 （決定） 及び加算金決定

既確定額

月分

行為年月
区 分

確定額

既確定額

区分
本　税

課税標準量 税 額

①
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

年

【不服申立てについて】
 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法第4条の規定により、
　福岡県知事に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提出しなければなりま
　せんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
 ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。審査請求の裁決を
　経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）
　この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対
　する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　(1)　審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
　(2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

【延滞金について】

月分
差引額

重加算金

年
確定額

既確定額

月分
差引額

　　　　 この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を、同封の納付書によって指定納期限までに
　　　　福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局、福岡県内の県税事務所に納入（付）
　　　　してください。

① 重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

① 重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

年
確定額

重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

合計

確定額
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第
二
十
七
号
様
式
そ
の
七
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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第27号様式その８（第18条関係）

通  知  書
納額告知書

住所（所在地）
地方税法第　　　条第　　　項の規定により
下記のとおり更正（決定）したので通知します。

　　　　年　　　月　　　日
氏名（名称）

福岡県　　　県税事務所長 　　印

様

基本税額 率％ 金 額
過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

備考　【延滞金について】の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。

  事業者コード
  指定納期限

重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

合

計

確定額

既確定額

差引額
①

月分

年
確定額

既確定額

① 重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

差引額

月分
差引額

① 重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

行為年月
加 算 金

区 分

確定額

既確定額

区分
本 税

課税標準量 税 額

①
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

軽油引取税の更正 （決定） 及び加算金決定

　　　　 この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を、同封の納入（付）書によって指定納期限までに
　　　　福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局、福岡県内の県税事務所に納入（付）
　　　　してください。

【不服申立てについて】
 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法第4条の規
　定により、福岡県知事に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提
　出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
 ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。審査請
　求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡
　県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに
　該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　(1)　審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
　(2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

【延滞金について】

年

月分
差引額

重加算金

年
確定額

既確定額
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第27号様式その９（第18条関係）

決定通知書
納額告知書

住所（所在地）
地方税法第　　　条第　　　項の規定により
下記のとおり更正（決定）したので通知します。

　　　　年　　　月　　　日
氏名（名称） 福岡県　　　県税事務所長 　　印

  指定納期限

基本税額 率％ 金 額
過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③
不申告 通常 ④
加算金 加算 ⑤

⑥

備考　【延滞金について】の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。

　　　　 この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を、同封の納付書によって指定納期限までに
　　　　福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局、福岡県内の県税事務所に納入（付）
　　　　してください。

【不服申立てについて】
 １ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法第4条の規定によ
　り、福岡県知事に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提出しなければ
　なりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
 ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。審査請求の裁
　決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となりま
　す。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審
　査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
  (1)　審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
  (2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  (3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

【延滞金について】

行為年月
区 分

確定額

既確定額

区分
本　税

利 用 人 員 税 額

①
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

年

月分
差引額

重加算金

年
確定額

既確定額

差引額
① 重加算金

納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

摘要
加　算　金

合計

確定額

既確定額

差引額
①

月分
差引額

ゴルフ場利用税の更正（決定）及び加算金

  登録番号

　施設名

重加算金

① 重加算金
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

年
確定額

既確定額

月分
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第
三
十
四
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
3
4
号

様
式

そ
の

１

様

円円
円円

円

円

　
　
電
話

順
序

順
序

 
備

考
　

裏
面

に
、

県
税

の
納

付
場

所
に

つ
い

て
、

不
服

申
立

て
に

係
る

教
示

及
び

当
該

年
に

お
け

る
延

滞
金

の
計

算
方

法
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

様

 
取

り
ま

と
め

店

 
〒

8
1
2
-
8
7
9
4
　

福
岡

貯
金

事
務

セ
ン

タ
ー

重
要

必
ず

開
封

し
、

内
容

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

　
　

親
展

年
　
　
　
月
　
　
　
日

(
第

1
紙

)
(
第

2
紙

)
(
第

3
紙

)

加
入

者

税
目

実
績

年
月

課
税

年
度

調
定

事
由

自
動

車
登

録
番

号

年
度

加
入
者

税
　
目

福
岡
県

様
登

録
番

号

〈
納

付
さ

れ
る

場
合

は
こ

こ
か

ら
切

り
離

し
て

ご
使

用
下

さ
い

。
〉

自
　

　
動

　
　

車
　

　
税

　
　

　
　

　
督

促
状

納
付

書
（

店
舗

控
）

領
収

証
書

福
岡

県
税

　
納

入
済

通
知

書

納
期

限
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

年
月

分
　

納
期

限
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

税
額

延
滞

金

税
額

延
滞

金領
収

日
付

印
（金融機関保管用）

合
計

上
記

金
額

を
受

領
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。

取
引

店
　

　
　

福
岡

銀
行

　
　

　
　

支
店

金
融

機
関

・
コ

ン
ビ

ニ
領

収
日

付
印

合
計

福
振

第
　

　
　

　
　

　
号

承
認

福
岡
県
　
　
　
　
　
県
税
事
務
所

矢
印
部
分
よ
り
ゆ
っ
く
り
は
が
し
て
ご
覧
く
だ
さ

い
。
裏
面
の
開
封
方
法
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

雨
等

に
よ

り
濡

れ
て

い
る

場
合

は
、

十
分

に
乾

か
し
て
か
ら
は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

口
　
座

口
　
座

様
地
方
税
法
第
１
６
５
条
に
よ
り
督
促
し
ま
す
の

で
、
左
記
の
金
額
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
　
月
　
　
日
ま
で
に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、

財
産
差
押
え
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

口
座

登
録

番
号

税
額

円
延

滞
金

円
納

期
限

 
年

　
　

月
　

　
日

　
福

岡
県

　
　

　
　

県
税

事
務

所
長

税
　
目

様
課
税
年
度

登
録
番
号

税
額

上
記

の
と

お
り

領
収

し
ま

し
た

。

領
収

日
付

印
（納付者交付用）

　
納

付
場

所
、

延
滞

金
に

つ
い

て
は

裏
面

を
ご

覧
下

さ
い

。

本
書

は
、

月
日

現
在

で
作

成
し

て
お

り
ま

す
が

、
金

融
機

関
に

よ
っ

て
は

納
税

の
確

認
に

一
定
の
期
間
を
要
し
ま
す
。

・
既

に
納

め
ら

れ
て

い
る

場
合

は
行

き
違

い
で

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

*
 
こ
の
処
分
に
不
服
の
あ
る
場
合
は
裏
面
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

・
な

お
、

地
方

税
法

の
規

定
に

よ
り

税
額

に
延

滞
金
を
加
算
し
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

合
計

納
期

限
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

年
調

定
事

由

延
滞

金

加
入
者

福
岡
県
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第
三
十
四
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第34号様式その3(第22条関係) 

 

 

                様 

福岡県      県税事務所長    

督 促 状 
年  月  日       

  

年 度 調 定 事 由 法 人 番 号 

  

      

実 績 年 月 本 書 作 成 日 

  年  月  日  

法
人
県
民
税

法 人 税 割 額 01 円 

均 等 割 額 02 円 

延 滞 金 03 円 

計 04 円 

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税 

所 得 割 額 05 円 

付 加 価 値 割 額 06 円 

資 本 割 額 07 円 

収 入 割 額 08 円 

地方法人特別税額 09 円 

計 ( 0 5 ～ 0 9 ） 10 円 

延 滞 金 11 円 

過少申告加算金 12 円 

不 申 告 加 算 金 13 円 

重 加 算 金 14 円 

計 （ 1 0 ～ 1 4 ） 15 円 

合 計 16 円 

納期限 年  月  日   

   地方税法第66条及び第72条の66により督促しますので、上記の金額を同封の納付書で納付してください。

 

１ 滞納処分 

  この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産差押えの処分を受け

ることになります。 

 

２ 不服申立て 

 (1) この処分に不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査

法第4条の規定により、福岡県知事に対して審査請求することができます。 

    なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県

税事務所長を経由して提出することとしてください。 

 (2) この処分の取消しの訴えは、上記２(1)の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に福岡県

を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することができます。た

だし、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

   ① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

   ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

   ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

３ その他 

  上記の金額は作成日現在の滞納額です。 

  この税金についてご不明な点があるときは県税事務所にお問い合わせください。 

  既に納められている場合は、行き違いですのであしからずご了承ください。  
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第
七
十
三
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第73号の6様式(第39条の5の2関係) 

 
 

 
(

提

出

用) 

医療法人等の所得金額計算書 
事 業   ・   ・   から 

年 度   ・   ・   まで 
法人名 

総 所 得 金 額 等 ① 円

土 地 等 の 譲 渡 所 得 ②   

総 所 得 金 額 (①－②) ③   

医療業とその他の事業とを併せて行っ

て い る 場 合 の 所 得 区 分

医 療 業 の 所 得 金 額 (
⑦＋⑧

⑦
×③ ) ④ 

  

その他の事業の所得金額 (③－④) ⑤   

所得金額の計算の基礎とする収入金額 

社会保険医療分の収入金額( ア の金額) ⑥   

医 療 業 の 総 収 入 金 額( ウ の金額) ⑦   

その他の事業収入金額( エ の金額) ⑧   

社 会 保 険 医 療 分 の 所 得 金 額 (
⑦

⑥
×③ 又は

⑦

⑥
×④ ) ⑨ 

  

当 期 分 課 税 所 得 金 額 (①－⑨) ⑩   

繰 越 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 当 期 控 除 額 ⑪   

課 税 標 準 と な る 所 得 金 額 (⑩－⑪) ⑫   

社

会

保

険

医

療

分

の

収

入

金

額 

健 康 保 険 法 円

そ

の

他

の

収

入

金

額 

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 収 入 ⑬ 円

国 民 健 康 保 険 法   自 費 診 療 収 入 ⑭   

高齢者の医療の確保に関する法律   自動車損害賠償責任保険等の収入 ⑮   

船 員 保 険 法   健 康 診 断 ・ 予 防 注 射 等 受
託 医 療 収 入 

⑯   

国 家 公 務 員 共 済 組 合 法   ⑬⑭⑮及び⑯以外の医療収入 ⑰   

防衛省の職員の給与等に関する法律   患 者 ・ 付 添 人 等 食 事 代 収 入 ⑱   

地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法   健 康 診 断 等 証 明 収 入 ⑲   

私 立 学 校 教 職 員 共 済 法   入院料・ベット代等差額収入 ⑳   

戦 傷 病 者 特 別 援 護 法   生 産 品 等 販 売 収 入   

母 子 保 健 法   受 託 技 工 ・ 検 査 料 等 収 入   

児 童 福 祉 法   嘱 託 収 入   

原子爆弾被爆者に対する援護に
関 す る 法 律

  利 子 等 及 び 配 当 等 収 入   

生 活 保 護 法
  電 話 ・ 電 気 ・ ガ ス ・ 寝 具 等

使 用 料 収 入 

  

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律

  
不 用 品 売 却 収 入 

  

精神保健及び精神障害者福祉に
関 す る 法 律

  取 得 価 格 を 超 え る 償 却 資
産 売 却 収 入 

  

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法   そ の 他 医 療 業 の 付 随 収 入   

感染症の予防及び感染症の患者に
対 す る 医 療 に 関 す る 法 律

  付 帯 事 業 収 入   

心神喪失等の状態で重大な他害行為を
行った者の医療及び観察等に関する法律

  介 護 保 険 法   

介 護 保 険 法        

障害者の日常生活及び社会生活を
総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

       

難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に

関 す る 法 律

       

     

査 定 損 益 額   計 イ   

     医療業の総収入金額 (ア＋イ) ウ   

    の

収

入

金

額

そ
の
他
の
事
業

     

         

計       ア   計 エ   
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〔記載要領〕 

1 この計算書は、地方税法(以下「法」という。)第72条の23第1項ただし書の適用を受け

る医療法人等が、法人の事業税の確定申告書又は修正申告書を提出する場合に貸借対照

表、損益計算書、収入金額明細書、法人税法施行規則別表4(写)に添えて提出してくださ

い。 

 ただし、次に該当する医療法人等は、この計算書を提出する必要はありません。 

 (1) 主たる事務所等が他の都道府県にある場合 

 (2) 法人税の申告において、租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得計算の特

例)第1項の規定の適用を受ける場合 

   なお、この場合には、地方税法施行規則(以下「法規則」という。)第6号様式別表5

「所得金額に関する計算書」の備考欄にその旨を記載するとともに、法人税の明細書

別表十(七)の写しを提出してください。 

 (3) 社会保険診療分の所得とその他の所得を区分して計算している場合 

   なお、この場合には、その区分経理による所得金額についての明細書を提出してく

ださい。 

2 ①の金額欄には、法規則第6号様式別表5「所得金額に関する計算書」の再仮計⑯の額を

記載してください。 

3 ②の金額欄には、土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)、

建物等、法人税法第2条第23号に掲げる減価償却資産及び有価証券(以下「土地等」という。)

の譲渡所得を記載してください。(ただし、医療業に関係する土地等(例えば病院の土地、

建物等や往診等で使用していた自動車等)の譲渡所得については②欄に記載せず、「その

他の収入金額」欄に譲渡益若しくは売却益を記載してください。) 

 総所得金額等の計算上、益金又は損金として計算した土地等の譲渡益、売却益、譲渡損

又は売却損の合計額(以下「土地等の譲渡益等」という。)がある場合は、土地等の譲渡に

直接要した経費を控除した後の譲渡所得を記載してください。 

 また、土地等の譲渡益等には、法人税法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損

金算入)又は租税特別措置法第3章第6節(資産の譲渡の場合の課税の特例)の各規定により

損金に算入した部分の金額は、土地等の譲渡益等の計算をする上においてこれを控除しま

す。つまり土地等の譲渡益等とは、圧縮後の金額をいいます。 

 なお、土地等の譲渡益等に係る経費は、次のものをいい固定資産税等土地等の維持管理

に要した費用は含まれません。 

 (1) 土地等を譲渡するために直接要した仲介手数料、測量費、登記費用等 

 (2) 土地等を譲渡するために、その上にある家屋を取り壊す等の目的で借家人に支払っ

た立退料 

 (3) 土地等を譲渡するためにその土地の上にある家屋、構築物等を取り壊した場合の除

却費及び除却損 

4 ⑪の金額には、法規則第6号様式別表9～11の添付を要する法人に限り、課税所得金額の

前9年以内の繰越欠損金又は災害損失金の当期控除額を記載してください。 

5 社会保険診療分の収入金額欄には、法第72条の23第2項に列挙された健康保険法等の規

定に基づく医療等の給付について収入すべき次の金額を法律ごとに記載してください。 
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 (1) 保険者から支払を受けるべき金額 

 (2) 被保険者が負担する一部負担金等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外

併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に相当する金額。) 

6 ⑯の金額欄には、学校又は事務所等との契約に基づく健康診断、予防接種等の給付によ

る収入すべき金額を記載してください。 

7 ⑱の金額欄には、患者又は付添人等から収入すべき金額のうち、法第72条の23第2項に

列挙された健康保険法等の規定に基づく医療等の給付に係るもの以外のものを記載して

ください。 

8 の金額欄には、作業療法等を通じて生産した農作物等の生産品を販売すること、又は

物品等の加工若しくは修理を請け負うことにより収入すべき金額を記載してください。 

9 の金額欄には、受託医療収入以外で学校又は事業所等の嘱託医であることにより収入

すべき金額を記載してください。 

10 の金額欄には、所得税法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)第1号に規定す

る利子等又は第2号に規定する配当等の額(所得税額控除前の金額)を記載してください。

この場合、法人税法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により益金に算入されない金

額は含めません。 

11 の金額欄には、償却資産の売却収入のうち取得価格を超える金額を記載してくださ

い。 

12 の欄の「付帯事業収入」とは、医療業に比して社会通念上独立した事業部門と認め

られない軽微なもので医療業の付帯事業として発生する収入金額をいいます。 

13 「その他の事業の収入金額」の欄には、純売上高を記載してください。 

14 医療業の総収入金額に含めないもの 

 (1) 各種引当金及び準備金の益金算入額 

 (2) 医療業に関係ない土地等の譲渡所得に係る収入金額(「土地等の譲渡所得」の欄②

で区分計算を行うため) 

 (3) 従業員の社宅、寮等に係る使用料収入及び食事代収入 

 (4) 収入金額に計上した国税又は地方税の還付金又は充当金(還付加算金額を除く。) 

 (5) 償却資産を売却した場合の取得価格に相当する金額又は保険契約に係る解約返戻

金若しくは満期返戻金のうち配当金を除く部分の金額 

 (6) 購入たな卸資産に係る仕入割戻し額として収入に計上した金額 
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第
七
十
六
号
様
式
中
「第

20条

の23第
８
項

（第
９
項

）
」
を
「第

20条
の
23第
７
項

（第
８
項

）

」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
七
号
の
三
様
式
中
「、

付
則
第
８
条
の
３

」
を
削
る
。

　

第
八
十
号
の
二
様
式
か
ら
第
八
十
号
の
二
の
三
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第80号の2様式（第45条、第46条の2、第46条の3、第46条の4、第46条の5、第46条の6、第46条

の7、第46条の10関係） 

  

受付印 

  

課 税 番 号 課税年度

    

    住 所   

   年   月   日  

福岡県 

 

      県税事務所長殿  

フリガナ 印 

氏 名

(名 称) 
  

  電話      ―     ― 

住宅の用に供する土地等の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書 

福岡県税条例第20条の33 

 

 

      第20条の35の2 

      第20条の35の3 

      第20条の35の4 

      第20条の35の5 

      第20条の35の6 

      第20条の35の7 

      付則第8条の4第2項 

 

 

(              ) 

 

 

 

 

の規定

により、

住宅の用に供する土地 

 

耐震基準不適合既存住宅 

被収用不動産の代替不動産 

譲渡担保財産 

再開発会社 

農地利用集積円滑化団体等の農地 

土地改良区の換地 

心身障害者を多数雇用する事業所

の施設 

 

(            ) 

 

 

 

 

の取得に

対する不

動産取得

税の徴収

猶予申請

書を提出

します。

取 得 (代 替)

不 動 産 の 

所 在 地   

地 目   構 造   

用 途   取得年月日 年  月  日

住宅を取得する 

耐震改修する 

収用される 

譲渡する 

農地として使用する 

事業の用に供する 

予定年月日 

 

(期 間) 

年  月  日

 

年 月 日から

年 月 日まで

徴収猶予金額 円

計算式 

調査年月日 年   月   日
調査年月日

調 査 員
   年   月   日 

印
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第80号の2の2様式（第45条、第46条の2、第46条の3、第46条の4、第46条の5、第46条の6、第46条の7、第46

条の10関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の取得に対する不動産取得

税の徴収猶予(取消)通知書 
  

 

住 宅 の 用 に 供 す る 土 地

耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住 宅

被 収 用 不 動 産 の 代 替 不 動 産

譲 渡 担 保 財 産

再 開 発 会 社

農 地 利 用 集 積 円 滑 化 団 体 等 の 農 地

土 地 改 良 区 の 換 地

心 身 障 害 者 を 多 数 雇 用 す る 事 業 所 の 施 設

（                        ）

納 税 者 

住 所   
課 税 番 号   

課 税 年 度   

氏 名   
徴 収 猶 予

通 知 年 月 日
年  月  日

取 得 不 動 産 

所 在 地   
税 額 円

徴 収 猶 予 額 円

種 類 、 構
造 、 用 途
取 得
年 月 日 

年  月  日

納付すべき額 円

徴 収 猶 予

取 消 額
円

住宅を取得する 
耐震改修する 
収用される 
譲渡する 
農地として使用
する 
事業の用に供す
る 

予 定

年 月 日 

 

期 間 

年  月  日

 

年 月 日から 

年 月 日まで 

徴 収 猶 予

期 間

年  月  日から

年  月  日まで

年   月   日  

 

 

様          福岡県     県税事務所長       

 

 
       年  月  日申請のあった(付で許可していた)徴収猶予について、許可した(許可でき
ない・取り消した)ので、通知します。 
 なお、福岡県税条例第20条の34に規定する取消理由が生じた場合は、許可を取り消すことがあります。
そのときは、速やかに納付してください。 
【不服申立てについて】 
1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法
第4条の規定により、福岡県知事に対して審査請求することができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務
所長を経由して提出することとしてください。 

2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告と
して(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、こ
の処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

不許可(取消)理由

該 当 条 項 
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第80号の2の3様式(第45条、第46条の2、第46条の3、第46条の4、第46条の5、第46条の6、第46条の7、第46条の10、

第48条の2関係) 

 

不動産取得税徴収猶予 通知書 

年  月  日  

      

 さきに賦課決定しました     年度不動産取得税(課税番号第         号)について、下記のとお

り徴収猶予の  を行いましたので通知します。 

物 件 所 在 地   取得年月日 

種類・構造・用途   年  月  日

種 類 区 分     

 

土 地 

徴収猶予適用前税額     

徴
収
猶
予 

適 用 額 1 

(No.      ) 

(期間) 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

適 用 額 2 

(No.      ) 

(期間) 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

適用後納付すべき税額     

 

家 屋 

(住宅) 

徴収猶予適用前税額     

徴
収
猶
予 

適 用 額 1 

(No.      ) 

(期間) 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

適 用 額 2 

(No.      ) 

(期間) 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

適用後納付すべき税額     

 

家 屋 

(住宅以外) 

徴収猶予適用前税額     

徴
収
猶
予 

適 用 額 1 

(No.      ) 

(期間) 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

適 用 額 2 

(No.      ) 

(期間) 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

適用後納付すべき税額     

  合計納付すべき税額     

徴収猶予適用額合計           円          

 

 【不服申立てについて】 
   1 この処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服

審査法第4条の規定により、福岡県知事に対して審査請求することができます。なお、審査請求をする場合、
審査請求書は正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所を経由して提出することと
してください。 

   2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませ
ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告
として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

    ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処
分の取消しの訴えを提起することができます。 

    (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第
八
十
号
の
二
の
三
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第80号の3様式(第46条の2関係) 

  

受付印 

  

課 税 番 号 課税年度

    

    住 所   

   年   月   日  

福岡県 

 

      県税事務所長殿  

フリガナ 印 

氏 名

(名 称) 
  

  電話      ―     ― 

 

耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の 

 

福岡県税条例第20条の35の2の規定により、不動産取得税の       を提出します。 

 

取
得
し
た
既
存
住
宅 

住宅の所在地  

種類・構造  床面積            ㎡ 

取得年月日     年  月  日 新築年月日      年  月  日 

課税標準額           円  

納付した税額           円 納付年月日      年  月  日 

耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
減
額
申
請 

総務省令で定

める耐震基準

に適合する証

明を受けた日 

    年  月  日 
居住の用に

供した日 
     年  月  日 

新築された時において施行されていた福岡県税条例第20

条の30第1項の規定により控除することとされていた額 

新築時期 
控除するもの

とされていた

額（A） 

昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 100万円 
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 150万円 
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 230万円 
昭和51年1月1日から昭和56年６月30日まで 350万円 
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで 420万円 

 

減額申告書 

還付申請書 

減額申告書 

還付申請書 

減額又は還付を受けるべき額

 

(A) ×  /100  

 

 

＝          円 

 

 

 

事 務 処 理 事 項 

 

 

 

 

登 記 
年  月  日 

 

受付番号 第     号 

確認年月日
 

確  認 者

平成   年  月  日 
 

 

印

 

注 この申請書に、次に掲げる書類を添付し、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から６

月以内に提出してください。 

（１）不動産取得税申告書 

（２）家屋の登記事項証明書（原本） 

（３）取得した住宅に居住していることの証明書（住宅の所在地に住民登録がある場合は不要） 

（４）耐震基準適合証明書等 
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第
八
十
一
号
様
式
中
「第

46条
の
２

」
を
「第

46条
の
３

」
に
、
「第

20条
の
35の
２

」
を
「第

20

条
の
35の
３

」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
号
の
二
様
式
中
「第

46条
の
３

」
を
「第

46条
の
４

」
に
、
「第

20条
の
35の
３

」
を
「

第
20条
の
35の
４

」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
号
の
三
様
式
中
「第

46条
の
４

」
を
「第

46条
の
５

」
に
、
「第

20条
の
35の
４

」
を
「

第
20条
の
35の
５

」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
号
の
五
様
式
中
「農

地
保
有
合
理
化
法
人

」
を
「農

地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体

」
に
、
「

第
20条
の
35の
５

」
を
「第

20条
の
35の
６

」
に
、
「
農
地
保
有
合
理
化
事
業
」
を
「
農
地
売
買
等
事

業
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
号
の
六
様
式
中
「第

20条
の
35の
６

」
を
「第

20条
の
35の
７

」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
号
の
八
様
式
中
「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
十
八
条
第
三
号
」
を
「
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
三
号
の
五
様
式
及
び
第
八
十
三
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第83号の5様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課 税 年 度

    

      住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

農地等の経営移譲届出書 

      年  月  日贈与により取得した農地等に係る不動産取得税については、福岡県税条

例付則第9条第1項の規定による徴収の猶予を受けておりますが、当該農地等について農業者年金基金

法の規定に基づく特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため経営を移譲しましたので、同項

においてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第6項の規定により、次のとおり届け出

ます。 

納
税
者(

受
贈
者) 

住 所   

氏 名   

使用貸借による権利の設定年月日 年    月    日   

農業を営む者でなくなったことの

届出又は農業者年金の請求年月日
年    月    日   

(

推

定

相

続

人) 

経
営
を
移
譲
さ
れ
た
者 

住 所   職 業   

氏 名   生 年 月 日 年  月  日生

経営移譲を受けた日まで引き続き

農 業 を 営 ん で き た 期 間
年から    年  月  日まで   年

納 税 者(受 贈 者)と の 続 柄   

使

用

貸

借

農

地

等

所 在 地 地 目 面 積 摘 要 

    m2   

    m2   

    m2   

    m2   

    m2   

    m2   

 注 この届出書には、次の書類を添付してください。 
  (1) 推定相続人についての農業委員会の証明書 
   ア 権利設定時に18歳以上であること。 
   イ 引き続き3年以上農業に従事していたこと。 
   ウ 速やかに農業経営を行うと認められること。 
  (2) 届出者の推定相続人に該当することを証する書類(戸籍謄抄本) 
  (3) 使用貸借契約書の写し、農地法第3条の許可の写し 
  (4) 農業を営む者でなくなったことの届出書の写しその他その届出がされていることを証する
     書類 又は 農業者年金経営移譲年金裁定請求書の写しその他その請求がされていること
     を証する書類（農業協同組合の証明書） 
  (5) 受贈者が推定相続人の農業に従事する見込みであることについての農業委員会の証明書 
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第83号の6様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課 税 年 度

    

      住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出書 

 

      年  月  日贈与により取得した農地等に係る不動産取得税については、福岡県税条

例付則第9条第1項の規定による徴収の猶予を受けておりますが、当該農地等について農業経営基盤強

化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき特例適

用農地等を貸し付けましたので、福岡県税条例付則第9条第1項においてその例によることとされる租

税特別措置法第70条の4第11項及び同条例付則第9条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4

第9項の規定により、次のとおり届け出ます。 

贈与者 住所  氏名  

受贈者が農地等を取得した年月日 年  月  日 

貸付特例適用農

地等に係る農用

地利用集積計画

の内容 

公告年月日 年  月  日 

公告番号  

賃借権等の存続期間 

（始期～終期） 
   年  月  日～  年  月  日

 

貸付特例適用農地等に対する借受代替農地等の面積の

割合 

 

（計算の明細） 

 

（注）この特例の適用を受けるには、ここでの計算の

割合が80%以上であることが必要です。 

 

 

(借受代替農地等の合計面積)   

(別紙の②)     

           ㎡ 

                  =   % ≧80%
(貸付特例適用農地等の合計面積)  (小数点以下切捨)

(別紙の①)                

           ㎡ 

注 この届出書には、次の書類を添付してください。 

１ 農業経営基盤強化促進法第19条の規定により公告された貸付特例適用農地等に係る農用地利用集

積計画の写し及び当該公告年月日を証する書類 

２ 農業経営基盤強化促進法第19条の規定により公告された借受代替農地等に係る農用地利用集積計

画の写し及び当該公告年月日を証する書類 

３ 貸付特例適用農地等を借り受けた者が農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管

理機構である場合には、当該農地中間管理機構から当該貸付特例適用農地等を借り受けた方が確認

できる農用地利用配分計画（農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に規定する農用地

利用配分計画をいいます。）の写し 
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別紙 

貸付特例適用農地等及び借受代替農地等の明細書等 

 

    貸 付 特 例 適 用 農 地 等 の 明 細    

番
号 

農地等の所在地番 
借受者の氏名 借受者の住所 

地 目 面 積 賃借権等の種類 

１ 
 [      ] [      ] 

 ㎡ 使用貸借・賃貸借

２ 
 

[      ] [      ] 

 ㎡ 使用貸借・賃貸借

３ 
 

[      ] [      ] 

 ㎡ 使用貸借・賃貸借

４ 
 

[      ] [      ] 

 ㎡ 使用貸借・賃貸借

   貸 付 特 例 適 用 農 地 等 の 合 計 面 積     
① ㎡

（     ）㎡

(注)１ 貸付特例適用農地等が租税特別措置法第70条の４第１項の規定の適用を受けている農地等の一部である場合に

は、上記①欄の( )内に同項の規定の適用を受けている農地等の全体の面積を記載してください。 

２ 貸付特例適用農地等を借り受けた者が農地中間管理機構である場合には、「借受者の氏名」及び「借受者の住

所」欄の[ ]内に当該農地中間管理機構から当該貸付特例適用農地等を借り受けた方の氏名及び住所を記載して

ください。 

    借 受 代 替 農 地 等 の 明 細    

番
号 

農地等の所在地番 貸付者の氏名 貸付者の住所 

地 目 面 積 賃借権等の種類 公告年月日 賃借権等の存続期間 

１ 
   

 ㎡ 使用貸借・賃貸借 ・ ・  ・ ・ ～ ・ ・ 

２ 
 

  

 ㎡ 使用貸借・賃貸借 ・ ・ ・ ・ ～ ・ ・ 

３ 
 

 

 

 

 ㎡ 使用貸借・賃貸借 ・ ・  ・ ・ ～ ・ ・ 

４ 
 

  

 ㎡ 使用貸借・賃貸借 ・ ・  ・ ・ ～ ・ ・ 

   借 受 代 替 農 地 等 の 合 計 面 積     ② ㎡

(注) 借受代替農地等の対象は、その賃借権等の存続期間の始期の日が貸付特例適用農地等の賃借権等の存続期間の始

期の日前２か月以内であり、かつ、その賃借権等の存続期間の終期の日が貸付特例適用農地等の賃借権等の存続

期間の終期の日又はその日より遅いものに限られます。 
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第
八
十
三
号
の
八
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第83号の8様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課 税 年 度

    

      住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

代替農地等の取得に関する承認申請書 

 不動産取得税の徴収猶予の適用に係る代替農地等の取得に関する承認について、福岡県税条例施行
規則第48条の2第6項の規定により次のとおり申請します。 

譲
渡
を
し
た
農
地
等 

農 地 等 の 所 在 地     計 

農 地 等 の 地 目
及 び 面 積   m2   m2   

贈 与 を 受 け た
年 月 日 年  月  日 年  月  日   

贈 与 の 時 の 価 額 円 円 円

譲 渡 等 の 年 月 日
及 び 態 様 年 月 日( ) 年 月 日( ) ※ 態 様 ― 

譲渡・設定・贈与
転 用 ・ 消 滅 等

譲渡等の対価の額 円 円 円

又
は
採
草
放
牧
地

 

取
得
見
込
み
の
農
地 

農地又は採草放牧地
の 所 在 地       

農地又は採草放牧地
の 地 目 及 び 面 積   m2   m2   

取得予定の年月日 年  月  日 年  月  日   

取得価額の見積額 円 円 円

第     号 
承 認・却 下 通 知 書 

年  月  日 
          様 

福岡県        県税事務所長     

 上記の申請を承認(却下)します。 
  (却下の理由) 
【不服申立てについて】 
1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政
不服審査法第4条の規定により、福岡県知事に対して審査請求することができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提出しなければなりませんが、なるべく
所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することが
できます。 

  ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない
で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 注1 この申請書は、正副2通を提出すること。 
  2 譲渡等があった日から1年を経過しても、その承認を受けた譲渡等の対価の額の全部又は一部

が農地若しくは採草放牧地の取得に充てられていない場合には、その部分に対応する不動産取
得税額の全部又は一部は、その1年を経過する日から2月を経過する日に猶予期限が確定しま
す。 
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第
八
十
三
号
の
九
様
式
中
「第

48条
の
２
第
７
項
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「第

48条
の
２
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項
に

」
改
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る
。

　

第
八
十
三
号
の
十
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第83号の10様式(第48条の2関係) 

受付印 
 

課 税 番 号 課 税 年 度

    

      住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

一時的道路用地等としての貸付に関する承認申請書 

 一時的道路用地等の用に供するための特例農地等の貸付に関する承認について、福岡県税条例施行
規則第48条の2第9項の規定により、次のとおり申請します。 

１ 
一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付を行った特例農地等に関する

事項（明細は、付表のとおり） 

２ 上記特例農地等の貸付に関する事項 

①
一
時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供
す
る
た

め
に
地
上
権
等
の
設
定
に
基
づ
き
貸
し
付

け
た
特
例
農
地
等
に
関
す
る
事
項 

貸付先（事業施行

者 ） の 名 称 

住

所 
 

名

称
 

貸
付
期
間 

貸付を行った日 年  月  日 

貸 付 期 限 年  月  日 

地 上 権 等 の  
登 記 の 有 無  有  ・  無 

賃 貸 料 の 金 額 円   ・  無償 

②一時的道路用地等に係る事業名、使用目的 

３ 
一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を自

己等の農業の用に供する予定年月日 

承認申請する一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等

については、平成  年  月  日までに自己等の農業の用に供する予定です。 

承 認・却 下 通 知 書         第     号 
年  月  日 

          様 

福岡県        県税事務所長     

 上記の申請を承認(却下)します。 
  (却下の理由) 
【不服申立てについて】 
1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、行政
不服審査法第4条の規定により、福岡県知事に対して審査請求することができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副2通を提出しなければなりませんが、なるべく
所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することが
できます。 

  ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない
で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

注1 この申請書は、正副2通を提出すること。 

注2 上記貸付期限の到来等により地上権等が消滅した後遅滞なく、当該受贈者が当該貸付農地等
を農業の用に供する旨等を地上権等が消滅した日から2月を経過しても所轄県税事務所長に届
け出ていない場合、地上権等の消滅した日から2月を経過する日に猶予期限が確定します。 
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一時的道路用地等としての貸付に関する承認申請書   （付表） 

 

①贈与により特例農地等を取得した年月日 年  月  日 

②一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸し付けた特例適用農地等の明細 

番
号 

所在場所 地 目
貸付直前の 

利用状況 
面積 

地上権等の 

登記の有無 

１    
（   ）㎡ 

有 ・ 無 
     ㎡ 

２    
（   ）㎡ 

有 ・ 無 
㎡ 

３    
（   ）㎡ 

有 ・ 無 
㎡ 

４    
（   ）㎡ 

有 ・ 無 
㎡ 

５    
（   ）㎡ 

有 ・ 無 
㎡ 

合 計 面 積 
（   ）㎡ 

（   ）㎡ 

     ㎡ 

上記の土地に係る租税特別措置法施行令第 40 条の 6第 40 項に規定する主務大臣の認定書及び租

税特別措置法施行規則第 23 条の 7第 27 項に規定する契約書の写し・・・・（別添のとおり） 

③承認を受けて一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地

等とともに同一用途に供する土地等の貸付がある場合のその明細 

所 在 場 所 地 目 面 積 

   

   

   

   

   

※一筆の特例農地等のうち一部を一時的道路用地等として貸し付けている場合には、特例農地等
の面積を上欄（  ）内に記載し、一時的道路用地等として貸し付けた部分の面積を下欄に記載
してください。 
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第
八
十
三
号
の
十
二
様
式
か
ら
第
八
十
三
号
の
十
四
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第83号の12様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課 税 年 度

    

      住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

営農困難時貸付けに関する届出書 

 

不動産取得税の徴収猶予の適用に係る営農困難時貸付けに関する届出について、福岡県税条例付則

第9条第1項においてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第22項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

１ 特例農地等について自己の農業の用に供することが困難となった事由に関する事項 

特例農地等について自己の農業の用に供

することが困難となった年月日 
年    月    日 

 特例農地等について自己の農業の用に供することが困難となった事由は、次のとおりです。（該当

する番号を○で囲んでください。） 

（１） 障害等級が1級である精神障害者保健福祉手帳の交付を受けました。 

（２） 身体上の障害の程度が1級又は2級である身体障害者手帳の交付を受けました。 

（３） 要介護区分五の要介護認定を受けました。 

（４） その他（                                   ） 

２ 営農困難時貸付けに関する事項 

借り受けた者 
住所または所在地  

氏 名 又 は 名 称   

営農困難時貸付けを行った年月日 年   月   日 

地上権、永小作権、使用貸借によ

る権利又は賃借権の存続期間 

自：   年   月   日 

至：   年   月   日 

上記の者へ営農困難時貸付けを行った特例農地等の明細は、付表のとおりです。 

上記の営農困難時貸付けは、次の貸付けにより行いました。（該当する番号を○で囲んでくださ

い。なお、不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている人が(1)から(3)までに掲げる貸付けを行った

場合には、その貸付けは特定貸付となりますので、この届出書ではなく「特定貸付に関する届出書

（第83号の13様式）」により届け出を行ってください。） 

(1) 農地中間管理事業による使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく貸付け 

(2) 農地利用集積円滑化事業による地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定

に基づく貸付け 

(3) 農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく

貸付け 

(4) (1)から(3)までに掲げる貸付以外の地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の

設定に基づく貸付け 
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営農困難時貸付けに関する届出書  付表 

 

営農困難時貸付けを行った特例農地等の明細は、次のとおりです。 

番号 所 在 場 所 地目 面積 

１   ㎡

２   ㎡

３   ㎡

４   ㎡

５   ㎡

６   ㎡

７   ㎡

８   ㎡

９   ㎡

10   ㎡

11   ㎡

12   ㎡

13   ㎡

14   ㎡

15   ㎡
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第83号の13様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課 税 年 度

    

      住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

特定貸付けに関する届出書 

 

      年  月  日贈与により取得した農地等に係る不動産取得税については、福岡県税

条例付則第9条第1項の規定による徴収の猶予を受けておりますが、当該農地等について農地中間管理

事業、農地利用集積円滑化事業、又は農用地利用集積計画の定めるところによる特定貸付けを行いま

したので、同項においてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

１ 特定貸付に関する事項 

借り受けた者 
住所又は所在地  

 氏 名 又 は 名 称    

特定貸付を行った年月日 年   月   日 

地上権、永小作権、使用貸借による

権利又は賃借権の存続期間 

自：   年   月   日 

至：   年   月   日 

２ 上記の者へ特定貸付を行った農地等の明細は、以下のとおりです。 

上記の特定貸付けは、次の貸付けにより行いました。（該当する番号を○で囲んでください。） 

 

（１） 農地中間管理事業による使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく貸付け 

（２） 農地利用集積円滑化事業による地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定 

に基づく貸付け 

（３） 農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく 

貸付け 

番号 所 在 場 所 地目 面積 

１   ㎡

２   ㎡

３   ㎡

４   ㎡

５   ㎡
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第83号の14様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課 税 年 度

    

      
住 所   

  年  月  日  

 

 福岡県 

 

    県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

 

氏 名

印 

    (    年  月  日生) 

電 話     ―     ― 

農地等の取得に係る不動産取得税の徴収猶予継続届出書 

 福岡県税条例付則第9条第1項の規定による不動産取得税の徴収猶予を引き続いて受けたいので、同

条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第27項及び同法第70条の4の2第10項の規定によ

り、関係書類を添付して届け出ます。 

農地等の贈与を受けた年月日 年     月     日 

贈与者 
住

所
  

氏

名 (    年  月  日生)  

(1) 
農地等の贈与に係るものとして徴収を猶予

された不動産取得税額 
円 

(2) 

上欄(1)のうち、この届出書提出まで農地等の

譲渡をしたために既に猶予期限が確定した

不動産取得税の額 

円 

(3) 

この届出書の提出により引き続いて徴収の

猶予を受けようとする不動産取得税の額

((1)－(2)の金額) 

円 

 注1 この届出書には、次の書類を添付してください。 

   (1) 農業経営を引き続いて行っている旨の農業委員会の証明書 

   (2) この届出書の提出前3年の間に特例農地等の異動があった場合には、その明細書 

  2 この届出書は、農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日(納期限)の翌日から毎3

年を経過するごとの日までに所轄県税事務所長に提出してください。 

  3 この届出書が期限までに提出されないときは、その後の徴収の猶予が受けられなくなり、そ

の期限の翌日から2か月を経過する日が、この不動産取得税の猶予期限となります。 
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第
八
十
三
号
の
十
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第83号の17様式(第48条の2関係) 

受付印 

 
課 税 番 号 課税年度

    

      
住 所   

  年  月  日  

 福岡県 

 

     県税事務所長 殿 

フ リ ガ ナ

 

氏 名

印 

  

電 話     ―     ― 

農地等の取得に係る不動産取得税の徴収猶予取りやめ届出書 

 農地等の取得に係る不動産取得税について、徴収猶予を受けている税額及びその延滞金を納付し、

徴収猶予の適用を受けることを取りやめたいので、届け出ます。 

徴収猶予された不動産取得税の額 円 

上記税額の納付に伴う延滞金の額 円 

納 期 限 年      月      日 

納 付 年 月 日 年      月      日 

  

入力 年   月   日
印    

 注 延滞金の率は、次により計算します。 
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第
八
十
三
号
の
十
八
様
式
中
「福

岡
県
税
条
例
施
行
規
則
第
48条
の
２
第
11項

」
を
「、

地
方
税
法

施
行
令
附
則
第
10条
第
16項

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
四
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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 第
11
4
号

様
式

そ
の

２
（

第
7
3
条

関
係

）
 

証
明

書
番

号
第

 
 

 
 

号
 

自
動

車
税

納
税

証
明

書
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）

 
  

  
※

 個
人

情
報

保
護

の
た

め
住

所
・

氏
名

は
記

載
し

て
い

ま
せ

ん
。

 
自

動
車

登
録

番
号

 
 

車
台

番
号

 
 

本
証

明
書

の
有

効
期

限
 

 

備
考

 
 

 
上
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 

 

 
 

 
 注
 
１
 
継
続
検
査
及
び
構
造
等
変
更
検
査
に
お
い
て
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
こ
の
証
明
書
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
 
２
 
「
本
証
明
書
の
有
効
期
限
」
の
欄
に
は
、
こ
の
証
明
書
の
交
付
後
最
初
に
到
来
す
る
納
期
限
の
前
日
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

 
 
 
３
 
滞
納
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
備
考
欄
に
そ
の
旨
記
載
さ
れ
ま
す
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

告
　
　
　
示

福
岡
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
八
百

七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
補
助
金
に
係
る
消

費
税
等
仕
入
控
除
税
額
（
補
助
対
象
経
費
に
含
ま
れ
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
の

う
ち
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
に
規
定
す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
と
し

て
控
除
で
き
る
部
分
の
金
額
と
当
該
金
額
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

に
規
定
す
る
地
方
消
費
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
に
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
金
額
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
減
額
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
時
に
お
い
て
当
該
補
助
金
に
係
る
消
費
税
等
仕
入
控
除
税

額
が
明
ら
か
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
一
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２　

第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
事
業
成
績
書
を
提
出
す
る
に
当
た
っ
て
当
該
補
助
金
に
係
る
消
費
税
等
仕
入
控
除
額
が
明
ら
か

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
補
助
金
額
か
ら
減
額
し
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
事
業
成
績
書
を
提
出
し
た
後
に
お
い
て
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
に
よ
り
当
該
補

助
金
に
係
る
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
（
前
項
の
規
定
に
よ
り

減
額
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
が
減
じ
た
金
額
を
上
回
る
部
分
の
金
額
）
を
消
費
税
等
仕
入

控
除
税
額
報
告
書
に
よ
り
速
や
か
に
知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
金
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４　

第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
補
助
金
に

係
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
又
は
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
状
況
等
に
つ
い
て
、
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福

岡
県
規
則
第
五
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
の
確
定
の
あ
っ
た
日
の
翌
年
六
月
十
日

ま
で
に
、
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交

付
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂

福
岡
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

福
岡
県
造
林
事
業
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
造
林
事
業
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
造
林
事
業
交
付
金
交
付
規
程
（
平
成
二
十
三
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号
の
三
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
二
及
び
別
表
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表

２
機

能
回

復
整

備
事

業

事
業

の
区

分
事

業
主

体
事

業
の

規
模

交
付

金
の

額
事

業
の

実
施

要
件

特
特

定
林

地
改

良
市

町
村

、
森

林
所

有
者

、
森

林
組

合
、

生
産

森
林

組
合

、
森

林
組

１
施

行
地

の
面

積
が

0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
標

準
農

山
漁

村
地

域
整

備
計

画
定

合
連

合
会

、
森

林
整

備
法

人
及

び
森

林
所

有
者

の
団

体
と

す
る

。
上

（
付

帯
施

設
等

整
備

及
び

森
林

作
業

道
整

経
費

の
7
0
パ

ー
セ

ン
ト

及
び

森
林

基
盤

整
備

事
業

計
林

備
を

除
く

。
）

画
に

基
づ

き
行

う
事

業
と

す
地

る
。

改良

付
帯

施
設

等
整

備

林
木

被
害

防
止

施
設

等
整

備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

耕
人

工
造

林
市

町
村

１
施

行
地

の
面

積
が

0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
農

山
漁

村
地

域
整

備
計

画
作

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
及

び
森

林
作

業
道

整
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

及
び

森
林

基
盤

整
備

事
業

計
放

樹
下

植
栽

等
備

を
除

く
。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

画
に

基
づ

き
行

う
事

業
と

す
棄

る
。

地
下

刈
り

等森
雪

起
こ

し
林造

倒
木

起
こ

し
成

枝
打

ち
（

ｱ
）
・

(
ｲ
)
・

(
ｳ
)

除
伐

保
育

間
伐

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

林
木

被
害

防
止

施
設

等
整

備

林
内

作
業

場
及

び
林

内
か

ん
水

施
設

整
備

生
育

環
境

補
完

整
備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

造
人

工
造

林
市

町
村

１
施

行
地

の
面

積
が

0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
農

山
漁

村
地

域
整

備
計

画
林

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
及

び
森

林
作

業
道

整
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

及
び

森
林

基
盤

整
備

事
業

計
未

樹
下

植
栽

等
備

を
除

く
。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

画
に

基
づ

き
行

う
事

業
と

す
済

る
。

地
下

刈
り

緊急
雪

起
こ

し
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造林
倒

木
起

こ
し

枝
打

ち
（

ｱ
）
・

(
ｲ
)
・

(
ｳ
)

除
伐

保
育

間
伐

間
伐

付
帯

施
設

等
整

備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

（
備

考
）

こ
の

表
で

使
用

す
る

用
語

の
意

義
は

、
農

山
漁

村
地

域
整

備
交

付
金

実
施

要
綱

及
び

農
山

漁
村

地
域

整
備

交
付

金
実

施
要

領
で

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。
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別
表

３
環

境
林

整
備

事
業

事
業

の
区

分
事

業
主

体
事

業
の

規
模

交
付

金
の

額
事

業
の

実
施

要
件

公
人

工
造

林
（

ア
）

市
町

村
（

た
だ

し
、

事
業

主
体

が
自

ら
所

有
す

る
森

林
以

外
１

施
行

地
の

面
積

が
0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
農

山
漁

村
地

域
整

備
計

画
的

で
森

林
所

有
者

と
協

定
を

締
結

し
た

場
合

又
は

寄
附

や
分

収
契

約
解

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
及

び
森

林
作

業
道

整
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

に
基

づ
き

行
う

事
業

と
す

森
樹

下
植

栽
等

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

除
等

に
よ

り
公

有
林

化
し

た
森

林
で

実
施

す
る

場
合

に
限

る
。
）

備
を

除
く

。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

。
る

。
林

（
イ

）
森

林
整

備
法

人
等

、
森

林
組

合
等

、
特

定
非

営
利

活
動

法
人

た
だ

し
、

事
業

主
体

が
市

整
下

刈
り

等
（

た
だ

し
、

事
業

主
体

が
自

ら
所

有
す

る
森

林
で

実
施

す
る

場
合

町
村

及
び

森
林

整
備

法
人

等
備

を
除

く
こ

と
と

し
、

地
方

公
共

団
体

及
び

森
林

所
有

者
と

協
定

を
締

の
場

合
は

、
当

該
事

業
に

要
雪

起
こ

し
結

し
た

場
合

に
限

る
。
）

し
た

経
費

に
つ

い
て

、
知

事
が

査
定

し
た

額
の

50
パ

ー
倒

木
起

こ
し

セ
ン

ト
。

枝
打

ち
(
ｱ
)
・

(
ｲ
)
・

(
ｳ
)

除
伐

保
育

間
伐

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備

林
内

作
業

場
及

び
林

内
か

ん
水

施
設

整
備

林
床

保
全

整
備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

被
人

工
造

林
市

町
村

、
森

林
組

合
等

、
森

林
整

備
法

人
等

、
特

定
非

営
利

活
動

１
施

行
地

の
面

積
が

0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
農

山
漁

村
地

域
整

備
計

画
害

法
人

等
及

び
森

林
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
4
9
号

）
第

1
1
条

に
規

定
す

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
、

森
林

作
業

道
整

備
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

に
基

づ
き

行
う

事
業

と
す

森
樹

下
植

栽
等

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

る
森

林
経

営
計

画
の

認
定

を
受

け
た

者
（

以
下

「
森

林
経

営
計

画
策

及
び

森
林

保
全

再
生

整
備

を
除

く
。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

る
。

林
定

者
」

と
い

う
。
）
（

た
だ

し
、

事
業

主
体

が
自

ら
所

有
す

る
森

林
で

整
下

刈
り

実
施

す
る

場
合

を
除

く
（

市
町

村
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
備

い
。
）

こ
と

と
し

、
市

町
村

に
あ

っ
て

は
森

林
所

有
者

と
、

市
町

村
雪

起
こ

し
以

外
の

事
業

主
体

に
あ

っ
て

は
地

方
公

共
団

体
及

び
森

林
所

有
者

と
協

定
を

締
結

し
た

場
合

に
限

る
。

ま
た

、
森

林
経

営
計

画
策

定
者

の
倒

木
起

こ
し

場
合

は
、

当
該

計
画

の
対

象
森

林
を

含
む

林
班

内
に

存
す

る
森

林
に

お
い

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
限

る
。
）

と
す

る
。

枝
打

ち
(
ｳ
）

除
伐

保
育

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備
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荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

森
林

保
全

再
生

整
備

保
保

全
松

林
健

全
化

整
備

市
町

村
、

森
林

所
有

者
、

森
林

組
合

等
、

森
林

整
備

法
人

等
、

森
１

施
行

地
の

面
積

が
0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
標

準
農

山
漁

村
地

域
整

備
計

画
全

林
所

有
者

の
団

体
及

び
森

林
経

営
計

画
策

定
者

（
た

だ
し

、
森

林
経

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
及

び
森

林
作

業
道

整
経

費
の

7
0
パ

ー
セ

ン
ト

に
基

づ
き

行
う

事
業

と
し

、
松

衛
生

伐
営

計
画

策
定

者
の

場
合

は
、

当
該

計
画

の
対

象
森

林
を

含
む

林
班

内
備

を
除

く
。
）

松
く

い
虫

被
害

対
策

の
実

施
林

に
存

す
る

森
林

に
お

い
て

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

限
る

。
）

と
す

に
つ

い
て

（
平

成
9
年

4
月

7
緊

る
。

日
9
林

野
造

第
1
0
5
号

林
野

庁
急

長
官

通
知

。
以

下
同

じ
。
）

保
に

基
づ

き
公

益
的

機
能

の
高

護
い

健
全

な
松

林
の

整
備

を
行

整
う

事
業

と
す

る
。

備
松

林
保

護
樹

林
帯

造
成

農
山

漁
村

地
域

整
備

計
画

に
基

づ
き

行
う

事
業

と
し

、
人

工
造

林
松

く
い

虫
被

害
対

策
の

実
施

に
つ

い
て

に
基

づ
き

樹
種

転
樹

下
植

栽
等

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

換
を

行
う

事
業

と
す

る
。

下
刈

り

雪
起

こ
し

倒
木

起
こ

し

除
伐

保
育

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

（
備

考
）

こ
の

表
で

使
用

す
る

用
語

の
意

義
は

、
農

山
漁

村
地

域
整

備
交

付
金

実
施

要
綱

、
農

山
漁

村
地

域
整

備
交

付
金

実
施

要
領

、
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

綱
及

び
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

領
で

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
造
林
事
業
交
付
金
交
付
規
程
の
規
定
は

、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂

福
岡
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
一
か
ら
別
表
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表

１
森

林
環

境
保

全
直

接
支

援
事

業

事
業

の
区

分
事

業
主

体
事

業
の

規
模

補
助

金
の

額
事

業
の

実
施

要
件

人
工

造
林

市
町

村
、

森
林

所
有

者
、

森
林

組
合

等
（

森
林

組
合

、
生

産
森

林
１

施
行

地
の

面
積

が
0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
組

合
及

び
森

林
組

合
連

合
会

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
、

森
林

整
備

法
上

（
付

帯
施

設
等

整
備

及
び

森
林

作
業

道
整

に
つ

い
て

、
知

事
が

査
定

し
計

画
に

基
づ

き
行

う
事

業
と

樹
下

植
栽

等
(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

人
等

（
森

林
整

備
法

人
及

び
一

般
社

団
法

人
及

び
一

般
財

団
法

人
に

備
を

除
く

。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

す
る

。
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
4
8
号

）
第

2
条

第
1
号

に
規

定
す

る
こ

れ
に

加
え

て
、

間
伐

及
び

更
新

伐
に

つ
下

刈
り

法
人

（
造

林
を

行
う

こ
と

を
主

た
る

目
的

と
し

て
い

る
法

人
で

あ
っ

い
て

は
、

次
の

ア
、

イ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
て

、
地

方
公

共
団

体
が

そ
の

社
員

で
あ

る
か

、
又

は
そ

の
基

本
財

産
す

る
も

の
（

要
間

伐
森

林
に

お
い

て
施

業
代

雪
起

こ
し

の
全

部
若

し
く

は
一

部
を

拠
出

し
て

い
る

も
の

に
限

る
。
）

を
い

う
。

行
者

が
実

施
す

る
場

合
を

除
く

。
）

以
下

同
じ

。
）
、

特
定

非
営

利
活

動
法

人
等

（
森

林
法

施
行

令
（

昭
和

ア
森

林
経

営
計

画
に

基
づ

い
て

行
う

場
合

倒
木

起
こ

し
2
6
年

政
令

第
2
7
6
号

）
第

1
1
条

第
7
号

に
掲

げ
る

特
定

非
営

利
活

動
法

は
、

第
3
条

に
定

め
る

補
助

金
の

交
付

申
人

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
、

森
林

法
施

行
令

第
1
1
条

第
8
号

に
規

請
ご

と
、
か

つ
、
森

林
経

営
計

画
ご

と
に

、
枝

打
ち

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)
・

(
ｳ
)

定
す

る
団

体
（

以
下

「
森

林
所

有
者

の
団

体
」

と
い

う
。
）
、

森
林

法
間

伐
及

び
更

新
伐

の
施

行
地

の
面

積
の

合
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
2
4
9
号

）
第

1
1
条

に
定

め
る

森
林

経
営

計
画

の
認

計
が

5
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
上

（
「

民
有

林
と

除
伐

定
を

受
け

た
者

（
以

下
「

森
林

経
営

計
画

策
定

者
」

と
い

う
。
）
、

森
協

調
し

た
森

林
整

備
等

を
推

進
す

る
た

め
林

施
業

計
画

（
森

林
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
2
3
年

法
律

の
地

方
公

共
団

体
等

と
の

協
定

の
締

結
要

保
育

間
伐

第
2
0
号

）
に

よ
る

改
正

前
の

森
林

法
（

以
下

「
旧

法
」

と
い

う
。
）

領
」
（

平
成

1
5
年

4
月

2
2
日

1
4
林

国
経

第
3

第
1
1
条

第
4
項

（
旧

法
第

1
2
条

第
3
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

5
号

林
野

庁
長

官
通

達
）

に
基

づ
き

締
結

間
伐

る
場

合
を

含
む

。
）

の
認

定
を

受
け

た
森

林
施

業
計

画
を

い
う

。
以

さ
れ

た
森

林
施

業
の

一
体

化
を

図
る

団
地

下
同

じ
。
）

の
認

定
を

受
け

た
者

、
特

定
間

伐
等

促
進

計
画

（
森

林
（

以
下
「

森
林

共
同

施
業

団
地

」
と

い
う

。
）

更
新

伐
の

間
伐

等
の

実
施

の
促

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
平

成
2
0
年

法
律

の
設

定
に

係
る

協
定

の
対

象
と

な
っ

て
い

第
3
2
号

）
に

規
定

す
る

特
定

間
伐

等
促

進
計

画
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

る
民

有
林

（
以

下
「

森
林

共
同

施
業

団
地

付
帯

施
設

等
整

備
に

お
い

て
特

定
間

伐
等

の
実

施
主

体
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
者

及
び

森
対

象
民

有
林

」
と

い
う

。
）

で
実

施
さ

れ
林

法
第

1
0
条

の
1
0
第

2
項

に
規

定
す

る
要

間
伐

森
林

（
以

下
「

要
間

伐
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

１
森

林
共

同
施

業
鳥

獣
害

防
止

施
設

等
整

備
森

林
」

と
い

う
。
）

に
係

る
森

林
法

第
1
0
条

の
1
1
の

2
第

1
項

第
2
号

に
団

地
当

た
り

の
施

行
地

の
面

積
が

2
.
5
ヘ

規
定

す
る

契
約

の
締

結
に

関
し

森
林

法
第

1
0
条

の
1
1
の

4
第

1
項

（
森

ク
タ

ー
ル

以
上

（
１

森
林

経
営

計
画

の
対

林
内

作
業

場
及

び
林

法
第

1
0
条

の
1
1
の

6
第

2
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
象

森
林

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）
、

か
つ

、
林

内
か

ん
水

施
設

整
備

を
含

む
。
）

に
規

定
す

る
知

事
の

裁
定

を
受

け
た

者
（

以
下

「
施

業
間

伐
及

び
更

新
伐

の
施

行
地

の
面

積
と

こ
林

床
保

全
整

備
代

行
者

」
と

い
う

。
）

と
す

る
。

れ
ら

と
一

体
的

に
実

施
さ

れ
た

と
認

め
ら

れ
る

国
有

林
の

間
伐

及
び

更
新

伐
に

相
当

荒
廃

竹
林

整
備

す
る

施
行

地
の

面
積

の
合

計
が

５
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
上

）
で

あ
り

、
か

つ
、

間
伐

及
び

森
林

作
業

道
整

備
更

新
伐

の
そ

れ
ぞ

れ
の

伐
採

木
の

搬
出

材
積

の
合

計
を

、
そ

れ
ぞ

れ
の

当
該

施
行

地
の

面
積

の
合

計
で

除
し

て
得

た
値

が
１

ヘ
ク

タ
ー

ル
当

た
り

1
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
（

た
だ

し
、

１
森

林
経

営
計

画
内

に
お

い
て

間
伐

及
び

更
新

伐
を

実
施

す
べ

き
施

行
地

の
面

積
の

合
計

が
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
未

満
の

場
合

は
、

原
則

と
し

て
当

該
施

行
地

の
全

て
に

お
い

て
間

伐
及

び
更

新
伐

を
実

施
し

、
か

つ
、

間
伐

及
び

更
新

伐
の

そ
れ

ぞ
れ

に
お

い
て

、
伐

採
木

の
搬

出
材

積
の

合
計

を
当

該
施

行
地

の
面

積
の

合
計

で
除

し
て

得
た

値
が

１
ヘ

ク
タ

ー
ル

当
た

り
1
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
）

イ
森

林
施

業
計

画
又

は
特

定
間

伐
等

促
進

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
場

合
は

、
「

多
様

な
森

林
整

備
促

進
の

た
め

の
集

約
化

の
促

進
に

つ
い

て
」
（

平
成

1
9
年

3
月

3
0
日

1
8

林
整

整
第

1
2
5
0
号

林
野

庁
長

官
通

知
）

に
定

め
る

集
約

化
実

施
計

画
の

対
象

森
林

又
は

森
林

共
同

施
業

団
地

対
象

民
有

林
で

実
施

す
る

場
合

に
限

る
も

の
と

し
、

間
伐

及
び

更
新

伐
の

そ
れ

ぞ
れ

に
お

い
て

、
第

３
条

に
定

め
る

補
助

金
の

交
付

申
請

ご
と

、
か

つ
、

集
約

化
実

施
計

画
ご

と
に

、
施

行
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地
の

面
積

の
合

計
が

５
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
上

（
森

林
共

同
施

業
団

地
対

象
民

有
林

で
実

施
さ

れ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

１
森

林
共

同
施

業
団

地
当

た
り

の
施

行
地

の
面

積
が

2
.
5
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
上

、
か

つ
、

間
伐

又
は

更
新

伐
の

施
行

地
の

面
積

と
こ

れ
ら

と
一

体
的

に
実

施
さ

れ
た

と
認

め
ら

れ
る

国
有

林
の

間
伐

又
は

更
新

伐
に

相
当

す
る

施
行

地
の

面
積

の
合

計
が

５
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
上

）
で

あ
り

、
か

つ
、

伐
採

木
の

搬
出

材
積

の
合

計
を

当
該

施
行

地
の

面
積

の
合

計
で

除
し

て
得

た
値

が
１

ヘ
ク

タ
ー

ル
当

た
り

1
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上

（
備

考
）

こ
の

表
で

使
用

す
る

用
語

の
意

義
は

、
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

綱
（

平
成

14
年

3
月

29
日

13
林

整
整

第
882

号
農

林
水

産
事

務
次

官
依

命
通

知
）

及
び

森
林

環
境

保
全

整
備

事
業

実
施

要
領

（
平

成
14

年
3
月

29
日

13
林

整
整

第
885

号
林

野
庁

長
官

通
知

）
で

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。
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別
表

２
環

境
林

整
備

事
業

事
業

の
区

分
事

業
主

体
事

業
の

規
模

補
助

金
の

額
事

業
の

実
施

要
件

公
人

工
造

林
(
ア

）
市

町
村

（
た

だ
し

、
事

業
主

体
が

自
ら

所
有

す
る

森
林

以
外

で
１

施
行

地
の

面
積

が
0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
的

森
林

所
有

者
と

協
定

を
締

結
し

た
場

合
又

は
寄

附
や

分
収

契
約

解
除

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
及

び
森

林
作

業
道

整
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

計
画

に
基

づ
き

行
う

事
業

と
森

樹
下

植
栽

等
(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

等
に

よ
り

公
有

化
し

た
森

林
で

実
施

す
る

場
合

に
限

る
。
）

備
を

除
く

。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

。
す

る
。

林
(
イ

）
森

林
整

備
法

人
等

、
森

林
組

合
等

、
特

定
非

営
利

活
動

法
人

等
た

だ
し

、
事

業
主

体
が

市
整

下
刈

り
（

た
だ

し
、

事
業

主
体

が
自

ら
所

有
す

る
森

林
で

実
施

す
る

場
合

を
町

村
及

び
森

林
整

備
法

人
等

備
除

く
こ

と
と

し
、

地
方

公
共

団
体

及
び

森
林

所
有

者
と

協
定

を
締

結
の

場
合

は
、

当
該

事
業

に
要

雪
起

こ
し

し
た

場
合

に
限

る
。
）

し
た

経
費

に
つ

い
て

、
知

事
が

査
定

し
た

額
の

50
パ

ー
倒

木
起

こ
し

セ
ン

ト
。

枝
打

ち
(
ｱ
）
・

(
ｲ
)
・

(
ｳ
)

除
伐

保
育

間
伐

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備

林
内

作
業

場
及

び
林

内
か

ん
水

施
設

整
備

林
床

保
全

整
備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

被
人

工
造

林
市

町
村

、
森

林
組

合
等

、
森

林
整

備
法

人
等

、
特

定
非

営
利

活
動

１
施

行
地

の
面

積
が

0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
害

法
人

等
及

び
森

林
経

営
計

画
策

定
者

（
た

だ
し

、
事

業
主

体
が

自
ら

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
、

森
林

作
業

道
整

備
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

森
樹

下
植

栽
等

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

所
有

す
る

森
林

で
実

施
す

る
場

合
を

除
く

（
市

町
村

に
あ

っ
て

は
こ

及
び

森
林

保
全

再
生

整
備

を
除

く
。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

林
の

限
り

で
は

な
い

。
）

こ
と

と
し

、
市

町
村

に
あ

っ
て

は
森

林
所

有
整

下
刈

り
者

と
、

市
町

村
以

外
の

事
業

主
体

に
あ

っ
て

は
地

方
公

共
団

体
及

び
備

森
林

所
有

者
と

協
定

を
締

結
し

た
場

合
に

限
る

。
ま

た
、

森
林

経
営

雪
起

こ
し

計
画

策
定

者
の

場
合

は
、

当
該

計
画

の
対

象
森

林
を

含
む

林
班

内
に

存
す

る
森

林
に

お
い

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
限

る
。
）

と
す

る
。

倒
木

起
こ

し

枝
打

ち
（

ｳ
）

除
伐

保
育

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備
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荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

森
林

保
全

再
生

整
備

保
保

全
松

林
健

全
化

整
備

市
町

村
、

森
林

所
有

者
、

森
林

組
合

等
、

森
林

整
備

法
人

等
、

森
１

施
行

地
の

面
積

が
0
.
1
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
標

準
松

く
い

虫
被

害
対

策
の

実
全

林
所

有
者

の
団

体
及

び
森

林
経

営
計

画
策

定
者

（
た

だ
し

、
森

林
経

上
（

付
帯

施
設

等
整

備
及

び
森

林
作

業
道

整
経

費
の

7
0
パ

ー
セ

ン
ト

施
に

つ
い

て
（

平
成

9
年

4
月

松
衛

生
伐

営
計

画
策

定
者

の
場

合
は

、
当

該
計

画
の

対
象

森
林

を
含

む
林

班
内

備
を

除
く

。
）

7
日

9
林

野
造

第
1
0
5
号

林
野

林
に

存
す

る
森

林
に

お
い

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
限

る
。
）

と
す

庁
長

官
通

知
。
以

下
同

じ
。
）

緊
る

。
に

基
づ

き
公

益
的

機
能

の
高

急
い

健
全

な
松

林
の

整
備

を
行

保
う

事
業

と
す

る
。

護
松

林
保

護
樹

林
帯

造
成

松
く

い
虫

被
害

対
策

の
実

整
施

に
つ

い
て

に
基

づ
き

樹
種

備
人

工
造

林
転

換
を

行
う

事
業

と
す

る
。

樹
下

植
栽

等
(
ｱ
)
・

(
ｲ
)

下
刈

り

雪
起

こ
し

倒
木

起
こ

し

除
伐

保
育

間
伐

更
新

伐

付
帯

施
設

等
整

備

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備

荒
廃

竹
林

整
備

森
林

作
業

道
整

備

（
備

考
）

こ
の

表
で

使
用

す
る

用
語

の
意

義
は

、
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

綱
及

び
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

領
で

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。
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別
表

３
県

単
造

林
事

業

事
業

の
区

分
事

業
主

体
事

業
の

規
模

補
助

金
の

額
補

助
対

象
事

業
の

内
容

人
工

造
林

市
町

村
、

森
林

所
有

者
、

森
林

組
合

等
、

森
林

整
備

法
人

等
、

特
１

施
行

地
の

面
積

が
0
.
0
5
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
当

該
事

業
に

要
し

た
経

費
日

本
政

策
金

融
公

庫
の

融
定

非
営

利
活

動
法

人
等

、
森

林
所

有
者

の
団

体
、

森
林

経
営

計
画

策
上
（

森
林

作
業

道
整

備
、
作

業
道

機
能

再
生

、
に

つ
い

て
、

知
事

が
査

定
し

資
を

受
け

て
実

施
す

る
造

林
下

刈
り

定
者

、
森

林
施

業
計

画
の

認
定

を
受

け
た

者
、

特
定

間
伐

等
促

進
計

鳥
獣

被
害

防
止

施
設

等
整

備
を

除
く

。
）

た
額

の
4
0
パ

ー
セ

ン
ト

事
業

（
く

ぬ
ぎ

等
造

林
に

係
画

に
お

い
て

特
定

間
伐

等
の

実
施

主
体

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
及

び
た

だ
し

、
補

助
対

象
事

業
る

人
工

造
林

事
業

を
除

く
。
）

雪
起

こ
し

施
業

代
行

者
と

す
る

。
の

う
ち

く
ぬ

ぎ
等

造
林

に
係

を
除

く
。

る
人

工
造

林
事

業
に

要
す

る
倒

木
起

こ
し

経
費

に
つ

い
て

知
事

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
第

２
条

枝
打

ち
の

補
助

金
に

加
算

し
て

補
助

す
る

も
の

と
し

、
加

算
の

割
除

伐
合

は
、

別
表

４
の

と
お

り
と

す
る

。
こ

の
場

合
の

補
助

金
保

育
間

伐
の

額
は

、
第

２
条

に
基

づ
く

補
助

金
の

額
又

は
日

本
政

策
間

伐
金

融
公

庫
の

融
資

額
を

差
し

引
い

た
額

と
す

る
。

森
林

作
業

道
整

備

作
業

道
機

能
再

生

鳥
獣

害
防

止
施

設
等

整
備

（
備

考
）

こ
の

表
で

使
用

す
る

用
語

の
意

義
は

、
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

綱
及

び
森

林
環

境
保

全
整

備
事

業
実

施
要

領
で

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。
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法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
並
び
に
法
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
三

十
二
条
第
三
項
」
を
「
法
第
三
十
一
条
の
六
第
四
項
及
び
法
第
三
十
二
条
第
四
項
」
に
、「
母
子
福

祉
団
体
」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「（
母
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
」
を
「（
母
子
・
父
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金

貸
付
申
請
書
」
に
、
同
条
第
二
号
中
「
等
」
を
「
、
父
子
家
庭
又
は
寡
婦
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「（
母
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金
団
体
貸
付
申
請
書
」
を
「（
母
子
・
父
子
・
寡
婦
）
福
祉

資
金
団
体
貸
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
借
用
書
（
個
人
用
）」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

借
用
書
（
個
人
用
）」
に
、「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
借
用
書
（
団
体
用
）」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉

資
金
借
用
書
（
団
体
用
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の

七
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
及
び

法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
並
び
に
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
修
学
資
金
、
技
能
習
得
資
金
、
修
業
資
金
又
は
生
活
資
金
」
を
「
母
子
修
学

資
金
及
び
父
子
修
学
資
金
並
び
に
寡
婦
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。）、
母
子
技
能
習

得
資
金
及
び
父
子
技
能
習
得
資
金
並
び
に
寡
婦
技
能
習
得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
及
び
父
子
修
業
資

金
並
び
に
寡
婦
修
業
資
金
又
は
母
子
生
活
資
金
及
び
父
子
生
活
資
金
並
び
に
寡
婦
生
活
資
金
」
に
改

め
、「
第
七
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
の
下
に
「
、
令
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
第
十
三
条
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
（
」
及
び
「
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
（
」
の

下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「（
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
た

だ
し
書
、
令
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
令
第
三
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「（
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
、

令
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び
令
第
三
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
十
六
条
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
二
条
第
四
項
」
を
「
法
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び
法
第
三

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
は

、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
規
則
第
四
十
八
号

福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一

　

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
、
「母

子
及
び
寡
婦

福
祉
法

」
を
「母

子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

」
に
、
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
」
を

「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
」
に
、
「母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令

」
を
「母

子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令

」
に
、
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
」
を
「
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
」
に
、
「母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則

」
を
「母

子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則

」
に
改
め
る
。

　
　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

　

第
一
条
中
「
第
二
十
三
条
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
、「
母
子
福
祉
資
金
及

び
」
の
下
に
「
父
子
福
祉
資
金
並
び
に
」
を
、「
寡
婦
福
祉
資
金
」
の
下
に
「（
以
下
「
母
子
父
子
寡

婦
福
祉
資
金
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
及
び
」
を
「
母
子
家
庭

日
常
生
活
支
援
事
業
及
び
父
子
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
及
び

再
　
　
　
掲
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十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
た
だ
し
書
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
中
「
第
十
七
条
（
」
の
下
に
「
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
」
の
下
に
「（
法
第
三
十
一
条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
第
三
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、「（
母

子
家
庭
等
・
寡
婦
）
日
常
生
活
支
援
事
業
開
始
届
」
を
「（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
・
寡
婦
）
日
常

生
活
支
援
事
業
開
始
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
九
条
第
二
項
」
を
「（
同
令
第
六
条

の
十
七
の
四
及
び
同
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「（
母
子
家
庭
等
・
寡
婦

）
日
常
生
活
支
援
事
業
変
更
届
」
を
「（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
・
寡
婦
）
日
常
生
活
支
援
事
業
変

更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
七
第
四
項
及
び
法

第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
、「（
母
子
家
庭
等
・
寡
婦
）
日
常
生
活
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
届
」
を
「

（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
・
寡
婦
）
日
常
生
活
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
届
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
1
号
(
第
3
条
関
係
)
 

申請番号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福

岡
県

(母
子

・
父

子
・

寡
婦
)
福

祉
資

金
貸

付
申

請
書
 

 
(
 
 
 
 
 
 
)
福
祉
事
務
所
・
保
健
福
祉
(
環
境
)
事
務
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
申
請
 

 

(
1
)
 
申
請
者
氏
名
 

フ
リ
ガ
ナ
 

住
所
 

(
〒
 
 
―
 
 
)
T
E
L
 
 
 
―
(
 
 
 
)
―
 
 
 
(
自

宅
)

T
E
L
 
 
 
―
(
 
 
 
)
―
 
 
 
(
携

帯
)

T
E
L
 
 
 
―
(
 
 
 
)
―
 
 
 
(
勤
務
先
)

 
(
1
3
)
 
貸
付
申
請
の
理
由
 

 
 

 
 

(
2
)
 
資

金
名
 

資
金
 

(
一
般
 
・
 
特
別
)
 

申
請
額

総
額
 
 
 
 
(
月
額
)
 

円
 
 
 
 
 
円
 

期
間
 

年
 
 
月
か
ら

年
 
 
月
ま
で

 
 

(
1
4
)
 
他
の
借
入
金
の
状
況
(
世
帯
)
 
 
□
有
 
 
 
□
無
 

負
債
総
額
 

円
 
 

(
3
)
 
生

活
保

護
 

 
□
受
給
中
 
 
□
受
給
な
し
 

 
 

(４)
 

家族状況

 

続
柄
 

氏
名
 

生
年
月
日
 

年
令

勤
務
先
(
学
校
名
)
 

同
居
 

年
間
就
労
収
入

借
入

人
名

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
入

金
名

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

借
入

先
 

 
 

借
入

時
期

 
年
 
 
 
月
 

年
 
 
 
月
 

年
 
 
 
月
 
 

年
 
 
 
月
 
 

年
 
 
 
月
 

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

借
入

金
額

 
円
 

円
 

円
 

 
円
 

 
円
 

返
済

月
額

 
円
 

円
 

円
 

 
円
 

 
円
 

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

未
償

還
額

 
円
 

円
 

円
 

 
円
 

 
円
 

完
納
予
定
日
 

年
 
 
 
月
 

年
 
 
 
月
 

年
 
 
 
月
 
 

年
 
 
 
月
 
 

年
 
 
 
月
 

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

(
1
5
)
 
資
産
状
況
(
世
帯
)
 

宅
地
 
 
 
 
m
2 

田
畑
 
 
 
 
m
2 

土
地
 

そ
の
他
 
 
 
m
2 

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

建
物
 

住
宅
 
 
 
 
m
2 

店
舗
 
 
 
 
m
2 

そ
の
他
 
 
 
m
2 

 
 

(
1
6
)
 

償
還

の
財

源
及
び
償
還
計
画
 

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

 
 

 
 

M
 
T
 

S
 
H
 

・
 
・
 

才
 
 

有
 無

 
円

 
 

(
5
)
 
償
還
方
法
 

□
月
賦
 
□
半
年
賦
 
□
年
賦
 

(７)
 

その他の収入(年額)
 

(
 
 
 
 
 
年
金
)

円
(
1
7
)
 
貸
付
口
座
 

(
申
請
者
名
義
)
 

銀
行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
店
 
 

(
銀
行
コ
ー
ド
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
(
支
店
コ
ー
ド
 
 
 
 
 
)
 
 

普
通
・
当
座
 

口
座
番
号
(
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 

(
6
)
 
償
還
金
額
(
回
数
・
年
数
)
 

1
回
 
 
 
 
円
(
 
 
回
 
 
年
)

児
童

・
児

童
扶

養
・

特
児
手
当
 

円
 (
1
8
)
 
福
岡
県
母
子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
の
借
入
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
申

請
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 
 
 

  
連
帯
借
受
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 
 
 

    
上
記
の
借
入
に
つ
い
て
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
し
ま
す
。
 

  
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
連
帯
保
証
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 
 
 
 

  
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
連
帯
保
証
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 
 
 
 

   
 
福
岡
県
知
事
 
殿
 

(
8
)
 

連
帯

借
受

人
 

フ
リ
ガ
ナ
 

住
所
(
〒
 
 
―
 
 
)
 

 自
宅
T
E
L
 
―
(
 
)
―
 

携
帯
T
E
L
 
―
(
 
)
―
 

養
育

費
 

円

 
 

仕
送

り
 

円

(
9
)
 
学
校
名
 

 
 

□
国
公
立
 
□
私
立
 

そ
の
他
(
 
 
 
 
)

円

種別

 
□
小
学
校
 
 
□
中
学
校
 
 
□
高
等
学
校
 

 
□
高
等
専
門
学
校
 
 
□
短
大
 
 
□
大
学
 

 
□
専
修
学
校
(
高
等
、
専
門
、
一
般
)
 
 
□
修
業
施
設
 

合
計
(
収
入
総
計
)

円

(
1
0
)
 

母
子

・
父

子
・

寡
婦

と
な

っ
た
時
期
 

年
 
 
月
か
ら

修
学
予
定
期
間
 

年
 
月
～
 
年
 
月
 

通
学
 

自
宅
・
自
宅
外

(
1
1
)
 

母
子
・
父

子
・
寡

婦

と
な

っ
た

理
由
 

□
死
亡
(
病
死
、
交
通
事
故
、
そ
の
他
)
 
 
□
離
婚
 
 
□
遺
棄
 
 
□
生
死
不
明
 
 
□
未
婚
の
母
 

□
海
外
在
留
 
 
□
精
神
又
は
身
体
の
障
害
 
 
□
法
令
拘
束
 
 
そ
の
他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 

(
1
2
)

 

連帯保証人

 

連
帯
保
証
人
①
 

フ
リ
ガ
ナ
 

住
所
 
自
宅
T
E
L
 
 
―
(
 
 
)
―
 

 
 
 
携
帯
T
E
L
 
 
―
(
 
 
)
―
 

(
〒
 
 
―
 
 
 
)
 

年
間
所
得
 
 
 
 
円

資
産

額
 
 
 
 
円

氏
名
 

年
 
 
月
 
 
日
生
(
 
才
)

申
請
者
と
の
続
柄
 

職
業
 

 

勤
務
先
 

勤
務
先
住
所
 
T
E
L
 
 
―
(
 
 
)
―
 

連
帯
保
証
人
②
 

フ
リ
ガ
ナ
 

住
所
 
自
宅
T
E
L
 
 
―
(
 
 
)
―
 

 
 
 
携
帯
T
E
L
 
 
―
(
 
 
)
―
 

(
〒
 
 
―
 
 
 
)
 

年
間
所
得
 
 
 
 
円

資
産

額
 
 
 
 
円

氏
名
 

年
 
 
月
 
 
日
生
(
 
才
)

申
請
者
と
の
続
柄
 

職
業
 

 

勤
務
先
 

勤
務
先
住
所
 
T
E
L
 
 
―
(
 
 
)
―
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申
請
書
記
入
上
の
注
意
事
項
 

   
こ
の
申
請
書
に
記
入
さ
れ
る
際
に
は
下
記
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

   
(
1
)
 
貸
付
け
を
申
請
す
る
人
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
入
し
ま
す
。
氏
名
は
正
し
い
読
み
方
を
カ
タ
カ
ナ
で
記
入
く
だ
さ
い
。
な
お
、
就

職
支
度
資
金
、
修
学
資
金
、
修
業
資
金
及
び
就
学
支
度
資
金
の
申
請
の
場
合
は
、
児
童
が
申
請
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
(
2
)
 
資
金
名
、
申
請
額
及
び
期
間
を
記
入
し
ま
す
。
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
に
は
用
途
の
異
な
る
1
3
種
類
の
貸
付
金
が
あ
り
、
貸
付

額
、
貸
付
期
間
も
ま
ち
ま
ち
で
す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
保
健
福
祉
(
環
境
)
事
務
所
、
福
祉
事
務
所
又
は
町
村
役
場
の
母
子
福
祉
担

当
係
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
 

 
(
3
)
 
生
活
保
護
の
受
給
状
況
に
つ
い
て
該
当
す
る
□
に
レ
点
を
付
け
ま
す
。
 

 
(
4
)
 
同
居
の
家
族
全
員
を
記
入
し
ま
す
。
続
柄
の
欄
は
申
請
者
か
ら
み
た
続
柄
と
な
り
ま
す
。
年
間
就
労
収
入
の
欄
は
平
均
月
収
を
1
2

倍
し
た
額
を
記
入
し
ま
す
。
な
お
、
連
帯
借
受
人
に
つ
い
て
は
、
同
居
し
て
い
な
く
て
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(
5
)
 
償
還
し
や
す
い
方
法
を
選
び
、
□
に
レ
点
を
付
け
ま
す
。
 

 
(
6
)
 
償
還
回
数
、
年
数
は
資
金
ご
と
に
こ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
応
じ
た
償
還
金
額
に
つ
い
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
保
健
福

祉
(
環
境
)
事
務
所
、
福
祉
事
務
所
又
は
町
村
役
場
の
母
子
福
祉
担
当
係
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
 

 
(
7
)
 
そ
の
他
の
収
入
に
つ
い
て
年
額
を
記
入
し
ま
す
。
合
計
の
欄
は
、
同
居
家
族
の
収
入
に
そ
の
他
の
収
入
を
加
え
た
額
を
記
入
し
ま

す
。
 

 
(
8
)
 
就
職
支
度
資
金
、
修
学
資
金
、
修
業
資
金
及
び
就
学
支
度
資
金
の
申
請
に
お
い
て
、
母
又
は
父
が
申
請
者
と
な
っ
た
場
合
に
子
の

氏
名
及
び
住
所
を
記
入
し
ま
す
。
 

 
(
9
)
 
技
能
習
得
資
金
、
修
学
資
金
、
修
業
資
金
及
び
就
学
支
度
資
金
の
申
請
に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
学
校
に
つ
い
て
記
入
し
ま
す
。

 
(
1
0
)
 
母
子
、
父
子
又
は
寡
婦
と
な
っ
た
時
期
を
記
入
し
ま
す
。
 

 
(
1
1
)
 
母
子
、
父
子
又
は
寡
婦
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
該
当
す
る
□
に
レ
点
を
付
け
ま
す
。
 

 
(
1
2
)
 

連
帯

保
証

人
は

原
則

と
し

て
県

内
に

居
住

す
る

親
族

1
人

又
は

2
人

を
必

要
と

し
ま

す
。

保
証

能
力

、
年

令
等

に
制

限
が

あ
り
ま

す
の
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
保
健
福
祉
(
環
境
)
事
務
所
、
福
祉
事
務
所
又
は
町
村
役
場
の
母
子
福
祉
担
当
係
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。
 

 
(
1
3
)
 
貸
付
申
請
の
理
由
を
、
具
体
的
に
詳
し
く
記
入
し
ま
す
。
 

 
(
1
4
)
 

世
帯

の
他

の
借

入
金

の
有

無
に

つ
い

て
該

当
す

る
□

に
レ

点
を

付
け

ま
す

。
負

債
が

あ
る

場
合

、
そ

の
総

額
を

正
し

く
記

入
し

た
う
え
で
、
そ
の
内
訳
を
記
入
し
ま
す
。
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
別
紙
に
記
入
し
、
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(
1
5
)
 
土
地
、
建
物
等
の
資
産
状
況
に
つ
い
て
記
入
し
ま
す
。
 

 
(
1
6
)
 
償
還
に
あ
て
る
財
源
及
び
そ
の
計
画
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
詳
し
く
記
入
し
ま
す
。
 

 
(
1
7
)
 
貸
付
口
座
を
記
入
し
ま
す
。
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
わ
か
る
範
囲
内
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(
1
8
)
 
申
請
者
、
連
帯
借
受
人
及
び
連
帯
保
証
人
が
そ
れ
ぞ
れ
直
筆
で
署
名
、
押
印
し
ま
す
。
 

 

資
金
別
添
付
書
類
調
査
点
検
表
 

   
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
に

は
用

途
の

異
な

る
1
3
種

類
の

資
金

が
あ

り
ま

す
。

資
金

ご
と

に
必

要
と

す
る

添
付

書
類

は
下

記
の
と
お

り
で
す
。
こ
の
他
に
も
必
要
と
す
る
書
類
の
提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

 
添
付
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
、
貸
付
決
定
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

 

○
・
・
・
申
請
時
に
必
要
な
書
類
 
 
 
 
 

◎
・
・
・
貸
付
決
定
後
に
必
要
な
書
類
 
 
 

△
・
・
・
借
り
受
け
目
的
別
に
必
要
な
書
類
 

資
金
名

添
付
書
類
 

事
業

開
始

事
業

継
続

住
宅

就
職

支
度

技
能

習
得
 

生
活
 

転
宅
 

修
学
 

就
学

支
度
 

修
業
 

医
療

介
護
 

結
婚
 

特
例

児
童

戸
籍

謄
本

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

住
民

票
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

借
受

人
所

得
証

明
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

連
帯

保
証

人
所

得
証

明
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

事
業

開
始

計
画

書
等

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

継
続

計
画

書
等

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
宅

工
事

計
画

書
等

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
記

簿
謄

本
の

写
し

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
家

等
の

賃
貸

借
契

約
書

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

就
職

・
採

用
証

明
書

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
学
・

在
学
・

修
業
証

明
書

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

△
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

医
療

を
受

け
る

期
間

を
証

す
る

書
類

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

離
職

の
日

を
証

す
る

書
類

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

弁
護

士
へ

の
委

任
状

等
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

他
資

金
の

借
受

け
の

な
い

申
立

書
 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

医
療

費
計

算
書

等
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

保
険

給
付

に
係

る
給

付
費

通
知

等
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

 
 

 
 

結
婚

証
明

書
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

児
童

扶
養

手
当

証
明

書
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

口
座

証
明

書
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

残
高

証
明

書
○
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
用

書
◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

借
受

人
印

鑑
証

明
書

(
2
0
才
以
上
の
場
合
)
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

連
帯

保
証

人
印

鑑
証

明
書

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

連
帯

借
受

人
印

鑑
証

明
書

(
2
0
才
以
上
の
場
合
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

◎
 

 
 

法
定

代
理

人
の

同
意

書
(
借
用
書
裏
面
)
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

◎
 

 
 

※
法
定
代
理
人
の
同
意
書
は
借
受
人
が
児
童
又
は
父
母
の
な
い
児
童
の
場
合
の
み
必
要
で
す
。
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様
式
第
二
号
中
「母

子
及
び
寡
婦
福
祉
資
金

」
を
「母

子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
3
号

(第
4
条
関
係

)
 

申請番号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
母
子
・
父
子
・
寡
婦
)
福
祉

  
 

福
岡

県
知

事
 

 
 

 
 

殿
 

 

貸
付

申
請

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
―

( 
 

)―
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

の
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
職

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
次

の
と

お
り

母
子

・
父

子
・

寡
婦

福
祉

資
金

の
貸

付
け

を
お

願
い

し
た

い
の

で
、

関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
資

金
の

書
類

 
資

金
申

請
金

額
円

償
還

 
年

数
 

 
 

 
回

数
 

年回

償
還

方
法

□
月

賦
□

半
年

賦
□

年
賦

 

貸
付

け
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
所

の

所
在

地
 

 
 

事
業

の
内

容
 

 
 

貸
付

け
を

受
け

よ
う

と

す
る

事
業

所
に

使
用

さ

れ
る

人
員

数
 

配
偶

者
の

な
い

女
子

（
男

子
）

で
あ

つ
て

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
者

及
び

寡
婦

 
人

そ
の

他
の

者
 

人

計
 

人

 
 

  

資
金
団
体
貸
付
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
申
請
 
 

 
福
岡
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

  
 
 
こ
の
借
入
れ
に
つ
い
て
申
請
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
し
ま
す
。
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

連帯保証人

 

氏
名
 

印
 

住
所

配
偶
者

の
有
無

年
収
 

資
産
及
び

負
債
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様
式
第
三
十
二
号
及
び
様
式
第
三
十
三
号
中
「福

岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
を
「

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
に
、
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を

加
え
る
。

　

様
式
第
三
十
四
号
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
十
六
号
中
「母

子
家
庭
等

」
を
「母

子
家
庭
・
父
子
家
庭

」
に
、
「第

33条
第
３
項

」

を
「第
31条
の
７
第
４
項
・
第
33条
第
４
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
七
号
中
「母

子
家
庭
等

」
を
「母

子
家
庭
・
父
子
家
庭

」
に
、
「第

９
条
第
２
項

」

を
「第

６
条
の
17の

４
・
第
７
条

」
に
、
「及

び
第
８
条
第
１
項

」
を
「、

第
６
条
の
17の

４
及
び

第
７
条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
中
「母

子
家
庭
等

」
を
「母

子
家
庭
・
父
子
家
庭

」
に
、
「第

33条
第
４
項

」

を
「第

31条
の
７
第
４
項
・
第
33条
第
５
項

」
に
改
め
る
。

（
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
三
号
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
、
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
配
偶
者
の
な
い
女
子
」
を
「
配
偶
者
の
な
い
者
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
第
六
条
の
九
」
の
下
に
「
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
」
を
加
え
、
「
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
」
を
「
母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
及

び
父
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
六
条
の
十
一
」
の
下
に
「
（

施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
高
等
職
業
訓

練
促
進
給
付
金
」
を
「
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進

給
付
金
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
六
条
の
十
四
第
一
項
」
の
下
に
「
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七

の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
六
条
の
十
四
第
二
項
」
の

下
に
「
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号

へ
中
「
第
六
条
の
十
五
」
及
び
「
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
の
下
に
「
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七

の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九

　

様
式
第
四
号
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
、
「同

令

」
を
「第

31条
の
７
及
び

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
（
表
）
中
「母

子
寡
婦
福
祉
資
金

」
を
「母

子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

」
に
、
「福

岡

県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
を
「福

岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
（
裏
）
中
「母

子
福
祉
資
金

」
を
「本

資
金

」
に
、
「母

子
寡
婦
福
祉
資
金

」
を
「

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

」
に
改
め
、
「第

17条

」
及
び
「第

16条

」
の
次
に
「
（第

31条
の
７
及

び
第
38条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
七
号
（
表
）
中
「母

子
寡
婦
福
祉
資
金

」
を
「母

子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

」
に
、
「福
岡

県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
を
「福

岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
裏
）
中
「母

子
寡
婦
福
祉
資
金

」
を
「母

子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

」
に
改
め
、
「

第
17条

」
及
び
「第

16条

」
の
次
に
「
（第

31条
の
７
及
び
第
38条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む

。
）
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
九
号
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父
子
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
号
（
表
）
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
号
（
裏
）
中
「第

17条

」
及
び
「第

16条

」
の
次
に
「
（第

31条
の
７
及
び
第
38条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
一
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「
（母
子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「母

子
寡
婦
福
祉
資
金

」
を
「母

子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

」
に
改
め
、
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
二
十
二
号
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
二
十
三
号
中
「福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
を
「福

岡
県
母
子
及
び
父
子

並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
に
改
め
、
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
二
十
四
号
か
ら
様
式
第
二
十
八
号
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
二
十
九
号
中
「福

岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
を
「福

岡
県
母
子
及
び
父
子

並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

」
に
改
め
、
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
十
号
中
「
（母

子

」
の
次
に
「
・父

子

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
十
一
号
中
「第

16条　
号
・

」
の
次
に
「第

31条
の
７
及
び

」
を
加
え
る
。
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子
・
父
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
「（
母
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金

団
体
貸
付
申
請
書
」
を
「（
母
子
・
父
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金
団
体
貸
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項

ハ
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
借
用
書
（
個
人
用
）」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
借
用
書
（
個
人

用
）」
に
、「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
借
用
書
（
団
体
用
）」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
借
用
書
（

団
体
用
）」
に
改
め
る
。

（
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

６　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
三
現
金
出
納
員
の
欄
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
」
に
改
め

る
。

▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂
▂

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
十
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
十
七
の
三
の
項
及
び
十
七
の
四
の
項
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父

子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
「
第
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
六
」
を
加
え
、
「
母

子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る

。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
三
二
の
六
の
項
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」

に
改
め
る
。

（
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
三
現
金
出
納
員
の
欄
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
」
に
改
め

、
同
表
現
金
出
納
員
の
事
務
の
欄
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦

福
祉
法
」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
六
」
を
加
え
、
「
母
子
及
び
寡
婦

福
祉
法
施
行
令
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
」
に
改
め
、
「
第
十
七
条
」
の

下
に
「
（
同
施
行
令
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細

則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
改
正
後
の
福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施

行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
あ
る
旧
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

４　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
三
号
中
「
福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
」
を
「
福
岡
県
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
」
に
改
め
る
。

（
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

５　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
三
二
の
六
の
項
イ
中
「
福
岡
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
」
を
「
福
岡
県
母
子
及
び

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
」
に
、「（
母
子
・
寡
婦
）
福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
」
を
「（
母
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